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育療50号刊行にあたって

西牧謙吾（日本育療学会理事長）

年から平成20年3月まで、その後を継いで平成20

年4月より私が理事長を務めています。平成18年

度には、 日本学術会議協力学術研究団体として日

本学術会議に認可を受け、我が国における病弱教

育とその関連分野における唯一の学術団体として

活動を行っており、平成22年度より、健やか親子

21推進協議会にも参加しました。会員数は現在、

約300人で、 ここ数年の間、着実に会員数も増加

しております。学会会員限定の情報交換の場とな

るSNS(SocialNetworkingService)を設置して

おり、 日々全国から情報発信、意見交換が活発に

行われており、 日常的な学会活動の活性化が図ら

れております｡日本育療学会のホームページでは、

学術集会、小規模研修会等に関する情報発信を積

極的に行っています。

また､従来から機関誌「育療」を年3回発刊し、

学術集会を毎年開催している他、学会の研究活動

の活性化を目指して全国各地域において、小規模

研修会を始めました。これは、病気の子どもの教

育、医療、福祉等に関するテーマならば、その地

域ごとに学会員が中心となって企画、運営してい

ただき交流を図っていただく企画です。

そもそも、本学会は、病気や障害のある子ども

が、現在及び将来にわたって充実した生活が営む

ことができるようにするために、教育、医療、福

祉、家族及び本会の目的に賛同する関係者が一体

となって、子どもの健全育成を図るための研究・

研修を推進し､その成果を普及することを目的に、

平成6年5月に加藤安雄先生（横浜国立大学名誉

教授・元文部省初等中等教育局特殊教育課病弱教

育担当教科調査官)、伊戸川眞則先生（元埼玉県

立寄居養護学校校長・元全国病弱虚弱教育研究連

盟理事長）他2人が発起人となり設立されたもの

です。創立当時は、病気のため病院等に入院して

学術誌「育療」50号記念号をお届けします。記

念号のテーマは、温故知新です。病弱教育に関す

る歴史に関する投稿論文を集めました。構成は、

3部と資料に別れ、かなり大部のものになりまし

た。第1部は、日本育療学会小規模研修会で、「こ

れからの病弱教育」と題して、歴代調査官に在任

期間を振り返っていただいたリレー講演会の記録

です。第2部は、 3人の先達に、病弱教育秘話を

披露していただきました。第3部は、 日本育療学

会初代理事長である加藤安雄先生が､作られた｢日

本病弱教育史」を踏まえた病弱教育通史作成に向

けた基礎研究を紹介します。付録として、 50号ま

での掲載内容を振り返ります。

歴史と言えば、最近、 日本育療学会に入会され

た方も多いと思いますので、 日本育療学会の沿革

についても、この場をお借りして改めて説明をさ

せていただきたいと思います。

私が、国立特殊教育総合研究所（現国立特別支

援教育総合研究所）に赴任した年は、 日本育療学

会の大転換の年でした。育療30号(平成16年3月）

には､初代日本育療学会理事長の加藤安雄先生が、

日本育療学会解散に当たって、 という文章を寄稿

されています。次の育療31号（平成16年12月）で

は、前理事長の山本昌邦先生が、新たな出発に向

けて、 という文章を寄稿されました。私と日本育

療学会の関わりは、 まさにその時期から始まりま

した。当時、同じ病弱教育研究部の武田鉄郎先生

(現和歌山大学教授）が、編集作業に苦労されて

おられた姿を思い出します。その後、武田先生の

仕事は、私と滝川国芳先生（現特別支援教育総合

研究所総括研究員）に引き継がれましたが、編集

作業の状況には変わりはありません。

しかし、この間に日本育療学会は、着実に新た

な歴史を刻んでいます。山本前理事長は、平成16
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いるいわゆる病気療養児の教育について、児童生

徒の病気の種類の変化、医学や医療技術の進歩に

伴う治療法の変化等により、入院期間の短期化や

入退院を繰り返す等の傾向に対応した病弱教育の

改善が求められており、文部省も平成5年6月よ

り 「病気療養児の教育に関する調査研究協力者会

議」を発足させ、病気療養児の教育の改善充実方

策についての検討を行っていました。総会直後の

平成6年12月には、文部省初等中等教育局長通知

｢病気療養児の教育について」が発出され、時を

同じくして平成7年度から本学会事業が本格的に

開始されました。このあたりの経過は、この記念

号にも詳しく述べられています（第1部)｡

最後に、本学会の設立趣旨を説明します。

本学会の活動は､上記の目的を達成するために、

（1）研究会・研修会の実施：子どもの健全育成

を図るために、教育、医療、福祉、家族等の立場

から研究会・研修会を定期的に計画し、実施する

こと、

(2)学会誌及び図書等の刊行:日本育療学会誌｢育

療」を定期的に刊行すること、

（3）関連団体・機関との連携：子どもを支援す

るために教育、医療、福祉、家族等の関係団体や

機関との連携を重視した活動を行うこと、

（4）教育､医療､看護､福祉等に関する調査研究・

知識の普及：子どもの教育・社会福祉・看護・保

健等に関する調査研究を行い、その成果の普及に

努めること、を事業として行っております。

特別支援教育への政策転換が行われる中、我が

国では病気による長期欠席者がいまだ4万人以上

存在し、病気の子どもの教育の保障が未だ十分

ではありません。その一方で特別支援学校（病

弱）は児童生徒数の減少で閉校される県が出てい

ます。育療100号までまだまだ遠い道のりですが、

その間に、病気の子どもの支援の充実に向けて、

本学会がさらに発展することを期待しています。
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第1 部

日本育療学会小規模研修会報告書

これからの病弱教育を考える

一特殊教育時代から特別支援教育時代への変遷を踏まえて－

第1部は、育療50号を記念して、文部科学省の歴代の病弱教育担当調査官から在任当時の主な出来

事（法令・制度の改正など）について病弱教育の視点から報告していたき，質疑応答を行った記録

である。

日時: 2010年10月23日 (jz) 18:00～20:00

場所： キャンパス・イノベーションセンター東京2階第1多目的室

話題提供者：

口山本昌邦氏

（横浜国立大学名誉教授・元文部省初等中等教育局特殊教育課教科調査官）

口横田雅史氏

（帝京平成大学教授・元文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特殊教育調査官）

口島 治伸氏

（徳島文理大学教授・前文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特殊教育調査官）

口丹羽 登氏

（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官）

司会西牧謙吾

（日本育療学会理事長・国立特別支援教育総合研究所）
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I.山本昌邦先生（昭和54年4月～平成6年

3月在職）

皆さん、こんばんは。山本昌邦です。よろしく

お願いいたします。

私は、昭和54年4月から平成6年3月までの15

年間にわたり、文部省特殊教育課教科調査官（当

時の名称）を務めましたので、 この間の主な出来

事を順にお話したいと思います。お配りしたA4

判3枚の資料をご覧になりながらお聞きください。

害種別共通の学習指導要領に一本化し、 また、これ

までの内容が多すぎたという指摘があったことか

ら、学習指導要領に盛り込む内容を精選して簡素化

しました。この時以来、障害種別ではなく、共通の

学習指導要領として今日に至っています。

この時の学習指導要領の総則の中で、訪問教育に

関する教育課程の編成の特例を新たに設けました。

ところで、改訂前の学習指導要領では、各教科

の配慮事項を教科別に学習指導要領で示し､また、

新たに設けた「養護・訓練」という領域の目標、

内容のほか、障害種別ごとの配慮事項も学習指導

要領で規定していましたが、改訂後は障害種別ご

との各教科や養護・訓練の配慮事項は、障害種別

の学校ごとに作成した学習指導要領解説の中で示

すことになりました。 （資料の2参照）

1．養護学校教育の義務制実施

私が文部省の調査官になりました昭和54年4月

は、ちょうど養護学校教育の義務制が実施された

時であり､全国各地の国立療養所に入っている｢重

症心身障害児」といわれた子ども達、教育の立場

からは「重度･重複障害児」とよんでいましたが、

その子ども達の大半が、隣にある病弱養護学校に

籍を置いて教育を受けることになりました。その

うち､多くの子ども達は訪問教育という形でした。

全国病弱養護学校長会では、全国の病弱養護学

校で訪問教育を受けている子どもの人数を調査し

ようとしましたが、隣の病院に行って指導するの

を訪問教育と考えているところ、ベッドサイドで

授業するのを訪問教育としているところ、あるい

は、隣の病院に行くのは訪問教育ではないと捉え

ているところなど、県や学校によって訪問教育の

解釈が違うため、実態調査ができなくなってしま

いました。

当時は､全国の病弱養護学校の先生方の大半が、

障害の重い子どもを担当するのが初めてというこ

とで、 「どのように指導したらよいのか分からな

い｡」という先生方が多かったのですが、昭和54

年10月に全病連の重心教育研究委員会の主催によ

り、福島県立須賀川養護学校で「第1回重心教育

担当者講習会」が開かれ、各先生方が事例を持ち

寄って情報・意見交換を行うことになり、私も講

師として参加しました。 （資料の1参照）

3．交流教育の推進事業

同じ昭和54年度から、交流教育の推進を図るた

め心身障害児理解推進事業を始め、 「心身障害児

理解推進校」の指定や指導資料の作成．配付など

を行いました。

現在と違って、小・中学校などでは、障害のあ

る子どもと交流しようという発想がありませんで

した。そこで、全国47の都道府県教育委員会を通

して、各都道府県ごとに小学校1校、中学校1校

の計94校を心身障害児理解推進校として指定しま

した。指定された各学校では、盲・聾．養護学校

の中から1校を選び、 2年間にわたって交流教育

についての実践研究を行って、その成果を発表す

ることになりました。 2年後には、新たに94校を

指定して盲・聾・養護学校の子どもとの交流教育

に取り組んでもらいました。

このようにして、盲・聾・養護学校と交流する

小・中学校を増やしていきました。幸いに、研究

指定が終わってからも交流を続ける小・中学校が

大半でした。

一方、障害児と盲・聾・養護学校の教育につい

ての理解・啓発を図ることをねらいとした指導資

料を毎年作って、全国の小･中･高等学校、盲.聾．

養護学校及び教育委員会などに配って活用しても

らいましたが、一般の小学校や中学校などでは先

生方の関心が乏しく、あまり読んでもらえなかつ

2．盲・聾・養護学校の学習指導要領の改訂

同じ年の7月には、盲学校、聾学校及び養護学校

の学習指導要領を改訂しました。改訂前は、障害種

別の学校ごとに作成していたのを改めて、全ての障
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たようです。

交流教育についてのエピソードを一つ紹介します。

埼玉県のある中学校が、県立寄居養護学校の中

学部の生徒とスポーツ交流をしました。

当時、寄居養護学校の児童生徒の95％が喘息の

子どもでしたが、スポーツの交流として水泳とマ

ラソンをやったところ、両方とも寄居養護学校の

中学部の生徒が優勝し、交流した中学校の生徒が

びっくりして、事後指導の時に担任の先生に「相

手は体の弱い生徒と先生は話していたけど、我々

よりも速いじゃないか｡」と文句を言ったそうで

す。もっとも、寄居養護学校の子ども達は、普段

から病院や学校で、水泳や持久走などをして体を

鍛えていましたから、その結果が出たのではない

かと思います。 （資料の3参照）

複障害児の増加が顕著になってきたので、病弱養

護学校についても昭和57年度から「特殊教育実験

学校」を指定し、 「重複障害児の教育内容．方法

に関する研究」という研究課題でそれぞれ3年間

委嘱しました。

それぞれの実験学校に委嘱しました研究事項は

三つありました。当時は「知的障害」を「精神薄

弱」と表記しておりましたので、資料にもその通

りに書きました。

一つ目が、病弱と精神薄弱の重複障害で、具体

的な対象は重度・重複障害の子どもでした。二つ

目が、病弱と肢体不自由の重複障害で、対象は筋

ジストロフイーの子どもでした｡そして三つ目が、

病弱と情緒障害の重複障害で、対象は心身症の子

どもでした。

なお、具体的な「特殊教育実験学校」の指定年

度や学校名などについては、資料の四角囲みをご

覧ください。私が担当したのは全部で8校です。

（資料の6参照）

4．指導書等の作成・発行

当時は、特殊教育の充実を図るため、 とにかく学

校現場のニーズに応えて、指導書や手引き書をどん

どん作りなさいという方針がありまして、私の担当

したのがこの資料の4に書いてあるとおりです。

ただ、裏話をしますと、今のようにパソコンで

文章を作るのではなくて手書き原稿の時代でし

た。中には、何が書いてあるのか文字がよく読み

取れないような原稿もありました。ケラができま

すと、指導係の方と読み合わせをしましたが、い

わゆる校正をするのですが、元原稿が分かりにく

い場合は初稿のゲラに誤字脱字が多くて、 とても

苦労しました。 （資料の4参照）

7． 「心身障害児に係る早期教育及び後期中等教

育の在り方」の報告

ここに持ってきたのですが、こういう白表紙の

冊子で、昭和57年10月に「心身障害児に係る早期

教育及び後期中等教育の在り方」についての報告

書が、当時の座長の三木安正先生から文部省の初

等中等教育局長に提出されました。これは、昭和

54年度から3年間にわたって研究調査及び審議が

行われ、その結果をまとめたものです。

この報告書の中で、病弱児について書かれていた

ことは何かと言いますと、 まず一つは、病弱養護学

校の幼稚部や幼稚園において、病弱の幼児に対して

どのように配慮したらよいかということ。二つ目に

は、病弱養護学校の高等部を積極的に設置して、高

等部の教育を充実させなさいということ。そして三

つ目に、高等学校にいる病弱の生徒について配慮す

べき事柄について提言されています。

（資料の7参照）

5． 「特殊教育教育課程研究指定校」の指定

それから、教育課程について実践研究をしてい

ただく 「特殊教育教育課程研究指定校」を全国

の病弱養護学校の中から選び、 「児童生徒の病類

や障害の多様化に即した教育課程の編成と指導の

在り方に関する研究」という研究課題で実践研究

をそれぞれ2年間委嘱しました。私が担当しまし

たときは全部で15校指定しましたが、研究指定校

の名前は省略します。 （資料の5参照）

8． 「心身障害児交流活動地域推進研究校」の指定

ところで、昭和62年度から盲・聾．養護学校の

児童生徒と地域社会の人々との交流活動を活発に

6． 「特殊教育実験学校」の指定

ところで、病弱養護学校の児童生徒のうち、重
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査官が連携して、通級による指導の対象とするよ

う粘り強く交渉しました。その結果、通級による

指導の対象とすることになりましたが、 この通達

では、資料に書かれているように特に必要がある

と判断された場合のみ通級による指導ができると

いうことになりました。 （資料の10参照）

するため、全国の特殊教育諸学校の中から「心身

障害児交流活動地域推進研究校」を指定して、地

域社会の人々との交流活動について実践研究を委

嘱しました。指定期間はそれぞれ2年間でした。

私が覚えていますのは、当時愛媛県立第二養護

学校の生徒が、地域の老人クラブとゲートボール

の交流をしていたことです。 3年以上も交流が続

いていて、ちょうど研究発表のときにお伺いしま

したが、 とても和やかにゲートボールをしていま

した。高齢者の方からは、 「孫と遊んでいるよう

で楽しい｡」という感想がありました。また、病

弱の子ども達にとっても、ご高齢の方と接する機

会が普段あまりないということから、楽しそうに

交流していました。 （資料の8参照）

11． 「就学指導資料」の作成・配付と標準教材品

目の制定

最後になりましたが、皆さんにお配りした資料

に載っていないことを2点補足したいと思います。

一つ目は、就学指導資料についての白表紙の冊

子を昭和56年と昭和59年に作りまして、各都道府

県や市町村の教育委員会などの関係機関に配付し

て活用していただきました。

二つ目は、それまでの「教材基準」を改めて、

平成3年に「標準教材品目」を制定しました。こ

れは、各学校で教材を整備する際の目標あるいは

参考にすべきものとして、標準的に必要とされる

教材の品目や数量を示したものです。

このとき、喘息の子どもが在籍している病弱養

護学校の校長先生などから、 「ピークフローメー

ターを教材にぜひ入れてほしい｡」という要望が

出されました。ところが、調べましたところピー

クフローメーターは医療器具なので、学校が購入

する教材ではないということが分かりました。し

かも､明日が書類の提出締め切り日。前の晩に｢ど

うしようか｡」と考えてふと思いついたのが「呼

気測定器」という名前でした。つまり吐く息を測

る器具というものです。始めは「養護・訓練」の

教材に入れようかと考えましたが､｢これは目立っ

てしまうかな｡」と思いまして、肺活量や握力計

など保健体育の測定器具に呼気測定器を加えて書

類を提出しました。そうしたら、これが通りまし

て、病弱養護学校でピークフローメーターを教材

として買えるようになりました。

まだお話したいことはありますが、時間が来ま

したので私の話は終わりにしたいと思います。

9．盲・聾・養護学校の学習指導要領の改訂等

平成元年にまた学習指導要領の改訂がありまし

た。このときの特色の一つは、初めて幼稚部教育

要領を作成したことです。また、児童生徒の障害

の重度・重複化に伴って養護・訓練の内容などの

見直しを行いました。さらには、高等部の卒業後

の進路のことを考慮して、高等部における職業教

育の充実を図ることを目指して規定を改めました。

このときも、教育課程の編成や実施上の配慮事

項、各教科や養護・訓練の指導計画などの配慮事

項は、障害種別の学校ごとに作成しました学習指

導要領の解説書の中で説明しました。当時の病弱

養護学校の学習指導要領解説書は、 500ページ以

上の分厚いものでした。 （資料の9参照）

10.通級による指導の制度化

資料の最後になりますが、平成5年1月に学校

教育法施行規則が一部改正され、同じ年の4月か

ら通級による指導が制度化されました。省令が改

正された1月に、 「通級による指導の対象とする

ことが適当な児童生徒について」という通達が文

部省初等中等教育局長から出されました。

当時の実態調査で、肢体不自由と病弱の子ども

で通級による指導を受けている者がほとんどいな

かったことから、当初は肢体不自由と病弱は対象

から外すという意見が省内に多かったのですが、

病弱教育担当の私と肢体不自由教育担当の西川調
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「日本育療学会小規模研修会一これからの病弱教育を考える－」

山本先生資料

昭和54年4月～平成6年3月の特殊教育に関する主な施策について

一病弱教育の視点から－

1．昭和54年4月養護学校教育の義務制実施

・国立療養所に入所している重症心身障害児の大

半が、隣接（併設）の病弱養護学校に在籍して教

育を受けるようになった。 （訪問教育など）

3．昭和54年度～「心身障害児理解推進校」の

指定及び指導資料の作成〔新規事業〕

･小･中学校において、心身障害児に対する理解・

認識を深めるための指導の在り方について研究を

行い、 また、小・中学校と盲・聾・養護学校との

交流教育を推進するため、各都道府県ごとに小・

中学校各1校（全国で94校）を心身障害児理解推

進校として指定した。 （指定期間：2年間）

・心身障害児とその教育に対する理解、交流教育

の推進を図るため、 「心身障害児の理解のために」

(昭和55年発行）をはじめ、手引書又は事例集を

毎年度作成し、各都道府県教育委員会､全国の小・

中・高等学校及び盲・聾・養護学校等に配付した。

〔参考〕全国の病弱養護学校数:昭和53年度81校、

昭和54年度96校（分校を含む｡）

全国の病弱養護学校の在学者数：昭和53年度

5,892人、昭和54年度8,313人

(各年度5月1日現在、文部科学省：特別支援教

育資料）

・全病連重心教育研究委員会の主催により、 「第

1回重心教育担当者講習会」が昭和54年10月、福

島県立須賀川養護学校で開催された。

4．昭和54年度～指導書等の作成．発行

･病弱児指導事例集一各教科の指導一、東山書房、

昭和54年

･病弱教育の手引き一病理･保健編一、慶應通信、

昭和56年

・特殊教育諸学校学習指導要領解説一養護学校

(病弱教育）編一、慶應通信、昭和58年

・病弱教育の手引き一指導編一、慶應通信、

昭和60年

・病弱児指導事例集一実技を伴う教科の指導－、

ぎようせい、

昭和62年

・特殊教育諸学校学習指導要領解説一養護学校

(病弱教育）編一、東洋館、

平成4年

・病弱教育における養護･訓練の手引、慶應通信、

平成5年

2．昭和54年7月盲・聾・養護学校の学習指

導要領の改訂

・改訂前は、障害種別の学校ごとに作成していた

のを改め、共通の学習指導要領として一本化し、

内容を精選して簡素化した。また､第1章「総則」

の中に、訪問教育に係る教育課程編成の特例を新

たに設けた。

・改訂前は、学習指導要領の中で規定していた教

科ごとの配慮事項、養護・訓練の配慮事項（｢内

容に示す事項の取扱い等｣）については、障害種

別の学校ごとに作成した学習指導要領解説の中で

示した。

〔参考〕昭和46年制定の「養護学校（病弱教育）

小学部．中学部学習指導要領」第5章「養護・訓

練｣の｢指導計画の作成と内容の取扱い｣において、

内容の12項目を基に、内容のまとまりとして「養

護｣､｢心理適応｣及び｢肢体機能の訓練｣を示した。
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し、児童生徒の病類や障害の多様化に即した教育

課程の編成と指導の在り方に関する研究を各2年

間委嘱した｡(計15校を指定､研究指定校名は省略）

5．昭和54年度～「特殊教育教育課程研究指定

校」の指定

毎年度1校ずつ指定(昭和54年度のみ2校指定）

・特殊教育実験学校一覧 ※当時は、 「知的障害」を「精神薄弱」と表記していた。

情神溥弱）

技体不自由

情神薄弱）

技体不自由

楕神薄弱）

肢体不自庄

情緒障害）

捨抽蓋鶉）

四街逼蚕誤字板

鳰滝養護学校

山形養護学校

鴨島養護学校

台養護学校

長良養護学校

大府養護学校

石垣原養護学較

展僅陰晨庵眉度２
年年年成年年年年

刃釦砲串平６５３

学校の中から「心身障害児交流活動地域推進研究

校」を指定し、地域社会の人々との交流活動につ

いての実践研究を行った。 （指定期間： 2年間）

6．昭和57年度～「特殊教育実験学校」の指定

（病弱養護学校は昭和57年度から）

．「重複障害児の教育内容・方法に関する研究」

という研究課題で各3年間委嘱した。

〔研究事項〕

病弱と精神薄弱の重複障害（対象：重度・重複

障害児）

病弱と肢体不自由の重複障害（対象：筋ジスト

ロフィ－児）

病弱と情緒障害の重複障害（対象：心身症児）

9．平成元年10月盲・聾・養護学校の学習指導

要領の改訂等

・特殊教育実験学校一覧幼稚部教育要領の制定、

養護・訓練の内容等の改正、高等部における職業

教育の充実などが図られた°

・特殊教育実験学校一覧教育課程の編成・実施上

の配慮事項、各教科（教科ごと）や養護・訓練等

の指導計画の作成と内容の取扱いに関する配慮事

項については、障害種別の学校ごとに作成された

学習指導要領解説の中で示した。

7．昭和57年10月「心身障害児に係る早期教育

及び後期中等教育の在り方」 （報告）

・特殊教育実験学校一覧昭和54年度から3年間に

わたり、特殊教育研究調査協力者会議（座長：三

木安正）において、 「心身障害児に係る早期教育

及び後期中等教育の在り方」についての研究調査

及び審議が行われ、昭和57年10月に座長から文部

省初等中等教育局長に報告書が提出された。

・特殊教育実験学校一覧病弱児への対応について

は、病弱養護学校幼稚部や幼稚園における配慮事

項、病弱養護学校高等部の設置の促進、高等部に

おける教育の充実、高等学校における病弱児への

配慮事項について提言されている。

10．平成5年1月「学校教育法施行規則」の一

部改正（平成5年4月1日施行）により、

通級による指導が制度化

文部省初等中等教育局長の通達「通級による指

導の対象とすることが適当な児童生徒について」

(平成5年1月）において、肢体不自由者、病弱

者及び身体虚弱者については、 「軽度の肢体不自

由者、病弱者又は身体虚弱者のうち、通常の学級

での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を

必要とするもの。ただし、通級による指導の必要

性については、特に慎重な判断を要すること｡」

と記述されており、特に必要がある場合には通級

による指導ができることとした。

8．昭和62年度～「心身障害児交流活動地域推

進研究校」の指定〔新規事業〕

盲・聾・養護学校の児童生徒と地域社会の人々

との交流活動を推進するため、全国の特殊教育諸
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Ⅱ、横田雅史先生（平成6年4月～平成15年

3月在職）

山本先生が15年苦労された後に、突然担当に

なった横田です。

まず、山本先生が遠慮されて、語られなかった

ところを、追加させていただきます。

山本先生には、平成5年6月からの『病気療養

児の教育について』という当時の文部省の調査研

究協力者会議を立ち上げていただきました。

私は文部省、文部科学省に9年間しか在職して

いなかったのですが、この9年を20～30分でお話

しすることは、至難の業だと思いまして、簡単に

まとめてまいりました。

この9年間に何があったのかということより

も、何をやったのかということを語るように言わ

れております。私がやったことは、たいしたこと

はございません。その間に、いろいろなことが起

き、たまたま私が文部省、文部科学省に居合わさ

せていただいたという、視点からお話しさせてい

ただきます。

平成5年から『病気療養児の教育の在り方につい

て』という調査研究協力者会議の委員を勤めさせ

ていただきました。委員ですから、これからの病

弱教育について自由に意見を述べていました。平

成5年度の1年間が過ぎ、これを次の年もやるん

だと思っておりました。平成6年の2月頃、突然

に山本先生が、今度、横浜国立大学に行かれるの

で、その後任をするようにと言われ、急遥、文部

省で勤務することになりました。

私は昭和48年

から病弱教育に

取り組んでいた

のですが、文部

省に行くように

と言われた時に、

しばらくと言っ

ても10秒ほどで

すが考えました。

実は、昭和53年

の頃に、当時の

調査官と私が、

【E5mmnp邸~瓦で=酒一

あるところでぶつかりまして、私はそちら側（フ

ロアー）にいたのですが、 「『六月以上の医療又は

生活規制』というのは現在の状況に合わないので

はないか。国はどうしてそれを変えないのです

か｡」と、ガンガン迫ったことがあるのです。そ

うしましたら最後に「先生の言うとおりです｡」

と言われたので、変えてくれるのかなと思ってい

たのですが、まだ変わっておりませんでした。そ

れで、これを変えるのが私の仕事なのかと思って

｢はい、分かりました、お引き受けします｡」とい

うことで文部省に行ったわけでございます。行っ

たところは、この下の方（写真）の文部省で、今

は教育の歴史資料館のようになっています。その

頃は、この角の向こう側の曲がり角のお部屋でし

た。わずか10数人で日本の特殊教育を全部仕切っ

てるのだと知り、身が震えるような思いをしたこ

とを覚えています。私が在任した9年間に、この

建物の中で4回ほど引越しました。今の新しい建

物になる前に､この建物をリフォームするために、

天井や床の工事をするたぴにです。そんなことも

しながら学習指導要領を作ったり、いろいろなこ

麹

これは歴代の調査官です。真ん中におられるの

が、加藤先生、その左側が山本先生、加藤先生の

右側が私で、一番左側が島先生、一番右側が現在

の丹羽先生です。全病連第50回大会の徳島大会の

時に揃ったものですから、生きているうちに撮っ

ておかなければということで並びました。順番的

には､加藤先生、山本先生､横田、そして、島先生、

そして7代目の丹羽先生です。正確にはこの7人

の他に加藤先生と山本先生の間に兼任調査官とも

う一人の調査官、私と島先生の間に兼任調査官お

られます。この7人の平均在任期間は7.5年とい

うことを、先程､丹羽先生と計算したところです。
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申されたものです。これは大変でした。裏話をす

るまでもありませんが、小学校、中学校がどう改

訂しようとされているかの情報を得てから、特殊

教育の方で検討・審議するという手順です。我々

の方から、小学校、中学校の方にもっていく方向

はなかったのです。先ほど山本先生が交流につい

てお話しされましたが「交流が必要です」という

のは、特殊の方の学習指導要領には記載されてい

ますが、小学校、中学校の方には何も載っていな

いので、 これではだめだ、同時にしなければとい

うので、同時諮問・同時答申になったのです。

明日の朝10時から会議をしますと委員たちに案

内をしておいて、その内容の検討が、前の晩の10

時から始まるのです。その少し前に小学校、中学

校の会議のまとめが届く、それを読みこなして、

では我々の方の案を作るのが2時3時というよう

なことがありまして、 「こんなことやっていたら、

俺たち死ぬな｡」というようなことを言いながら

やっていたこともありました。

その最後の大詰めの頃の1月末の審議会で､｢養

護・訓練」という領域がありますが、それを見直

してはどうかという意見が出ました。その日は課

長がなかなか局長室から帰って来られなかったの

ですが、帰って来られてすぐに「やっぱりあの意

見のように養護・訓練を見直そうじゃないか、先

生方どうですか」というので、では、見直すこと

にしましょうと言うことになりました。私の腹の

中では、見直した結果、同じということだって有

り、見直しというのは、そういうものだと思って

いたのです。甘かったのです。

見直した以上は、やっぱり少しは良くしなけれ

ばということになり、担当が私になりました。内

容が検討され、それに合った自立活動という名称

に最終的に自立活動という領域ができたのが7月

7日だったと記憶しています。 1月末から7月7

日までは、いつ寝たか、いつ起きたか分からない

生活が続いたことを、今にしてみると充実した時

であったと思い出しています。

平成9年、 ITの活用について検討しはじめま

した。今後、病弱教育の中でITが非常に重要に

なるのではないかということを強調して、予算申

請を行いました。テレビ会議システムを活用して

とをしていたので、結構タイトな9年間だったと

思い返しているところです。

私は平成5年の『病気療養児の教育について』

の調査研究教育者会議の第1回目の会議のとき

に、当時の課長が「この会議を契機に、 6月以上

という現状に合わないものを変えようと思う｡」

という事を挨拶でお話しになったのです。私の耳

に残っているのです。

夜、お酒を飲みながら「課長、そう言ったじゃな

いか｡」ということをよく言ったものです。平成6

年12月の審議のまとめ、局長通知が出るときまでに

も変わりませんでした。しかし、この審議のまとめ

と局長通知は､今までの病弱教育の中で､これがきっ

かけになっていろいろな取り組みが進んだと思われ

ることが、いっぱい盛り込まれていたものでした。

その例の一つとして、平成7年5月に、この通知を、

全国に徹底しようということで、初めて病弱教育担

当指導主事会議を開催致しました。各都道府県、政

令指定都市の指導主事が分からなかったら、絶対に

いい教育にはならない、 とにかくやろう、 というこ

とでので、上野公園の中の会場で、たった1日でし

たが説明会を行いました。

一方、先生方の研修の場もないということで、

今の難病の子ども支援全国ネットワークの専務理

事の小林さんと一緒に考えまして、先生方の研修

の場作りを考えました。各県でやることは学校数

が少ないことから無理ということで、セミナーを

立ち上げようということで、病弱教育セミナーを

平成8年1月に初めて東京で始めました。今でも

これは毎年続いており、大阪、佐賀でも同様なセ

ミナーが実施されるきっかけになっています。

また、病弱教育の手引きが必要ということで、

教科指導編を作ったりもしました。

平成9年には、 「特殊教育の改善、充実について」

という動きや「医療的ケア」についての動きなど今

日の特別支援教育に向かう足音が聞こえ始めました。

そんな中で、病弱教育をより充実させるために

はどうしたらいいかということに取り組ませてい

ただいておりました。

平成11年に学習指導要領の告示が行われたので

すが､この改訂が、日本で初めて､幼稚園､小学校、

中学校、高等学校と特殊教育が同時諮問．同時答
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教室の授業をベッドでも受けることができると

いった内容も含んだものです。中学校課も出され

ていたのですが、特殊の方に1億5000万ほどつい

たことがありました。中学校課も同じような内容

であったのですが、課長が病弱の方で思い切り

使っていいと言われて、 1週間ほどで1億円程

使ったことがありました｡使いましたというのは、

あちこちの都道府県教育委員会に電話をして、こ

ういうプログラムでこういうことができるもので

すと説明し、おたくの都道府県でやる気はありま

すかと聞くんです。 「はい、やります｡」というの

を全部集めたら1億になったのです。

私は、調査官になってから4年間に、当時84校

ありました病弱の養護学校を全部回りました。研

究大会は、学校で開催することもありましたし、

大会の前後の半日を使って近くの病弱の学校にお

伺いしたり、当時はまだ学校は隔週土曜日に授業

がありましたので、土曜日にお忍びでお伺いさせ

ていただいたこともありました。とにかく全部の

学校を知らなければ、企画ができない、 ものを言

えないのではないかと、そんな考え方をもって

回ってきました。

資料の裏面にエピソードとして書いてあります

が、平成6年5月の記録があります。

私は還暦の時の本に記載した内容の一部です。

初めて調査官として、校長会で挨拶、行政説明に

続いて病弱教育の専門性について講話した時のも

のです。これからの病弱教育担当の調査官とし

て、どうするの？、って問われていると考えまし

て、私は困りました。何をしたらいいんだろう、

何ができるんだろう、どういう方針でいくかにつ

いて校長先生たちに伝えたらいいのかということ

について悩んだのです。最終的に、私の本当に言

いたいことって何かということを考えて出た結論

が「元気な病弱教育」という言葉でした。これが

今でも残っているのです。

平成7年から山本先生と、特殊教育学会で発表

したりもしました。それまでは、調査官は、学会

なんかに行くようなことはなかったと言われてい

たのですが、そのように、何かそれまでと違った

ことをいっぱいしてきました。

これも平成9年ですが、これからは日本の病弱

教育は､世界と比較できるようにする必要がある。

そのためには、疾病分類を同じにしなければなら

ないということで、 ICIDHを基に調整するこ

とに取り組みはじめました。それまで、病気の種

類ごとに分けられていたデータも生かせるように

しながらの分類でしたので大変でした。当時国立

小児病院の松井部長や南福岡病院の西間院長の協

力をいただきながら試案を作成し、特殊教育学会

で発表したり、校長会や全病連で確認して頂いた

りして現在の形になったのです。

考えてみますと本当にいろいろなことに取り組

ませていただいたと思っております。

最後になりますが、本日の最大のテーマ「これ

からの病弱教育を考える」について、述べさせて

いただきます。資料の2ページの裏面の3です。

これからの病弱教育を考える、全く私案でござ

います。

第一に、いつでもどこでも教育、お勉強の事を

心配することなく、安心して医療を受けることが

できるような教育体制、教育制度を作っていくこ

とが病弱教育の根幹にあると考えています。教育

の場がないところで何を展開できるのか。ここの

ところは､私は譲りたくないなと思っております。

次に、専門性についてです。その専門性を担保

するために､病弱教育専門免許状くらいのことを、

学会ででもいいから、出していくというくらいの

ことが必要と思います。そして、その専門性を生

かした指導のできる人を養成していく必要がある

と思っています。

もちろん、病弱教育の担当しているのは、先生

だけではありません。病院の中にいる子どもたち

の生活をみるためには、病弱教育専門の保育士も

入れてもいいかもしれないし、病弱教育の専門

コーディネーターを入れることも大切と考えてお

ります。

とにかく、入院機関のあるすべての病院に、教

育機関を設置するということが、大事なことだろ

うと思っております。

2番目には、院内学級担当の経験から、特別支

援学級ではあっても通常の小・中学校の教育課程

に準じた内容を展開するわけですから、小学校1

年生から6年生までの全教科を担当しなければな
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けた人が担当になっていってほしいと願っており

ます。

とにかく、社会の動きを創っていくためには、

やはり社会全体に対する理解・啓発なのではない

か、それを進めていくことで病弱教育が刷新され

ていくと思っております。

これ（写真）は、昭和42年から、現在までの病

気の種類の変遷｡これは学校数と児童生徒の推移、

これは丹羽先生からいただいたものですが、現在

の、子どもたちの動き、現在の就学基準です。

というようなことで、今日は夕焼けの時刻は過

ぎてしまいましたけれども、画面の中で、夕焼け

を味わってください。以上でお話を終わらせてい

ただきます。

らないといった状況の解消です。私が一番過酷だ

と思った時は、中学校1年生から3年生の13人の

全教科の指導をしたときです。中には、私立の進

学校の受験を希望している者から知的発達の遅れ

のある者、盲学校や聾学校に在籍していた者まで

おりましたので、本当に大変でした。こういう過

酷な状況の解消も大きな課題だと思っております。

大学等での教員養成、私も今現在取り組んでお

りますが、やはり病弱教育についての専門性を担

保していく必要があります。

将来、医療機関に勤務する、医師や看護師に

なっていく方々が、病弱教育の目的、内容や重要

性ということを理解して頂き、そういう指導を受

病弱特別支援学校数と児童生徒数の推移(S47～H18)病弱教育対象児童生徒の病気の種類の推移
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Ⅲ、島 治伸先生（平成15年4月～平成

18年3月在職）

大先輩たちの後なのでドキドキしています。近

眼用のメガネをしてくると、手元の資料も見えま

せんし・ ・ ・・

資料をお手元に3枚分くらいお渡しているので

すが、平成15年の4月16日という中途半端な日か

ら平成18年3月31日までの勤務です。西牧先生は

4月1日からですので15日間先輩ですね。因みに

その15日間の病弱教育担当の調査官はいたのかど

うか。実はいるのです。当時の肢体不自由教育担

当の古川さんという人が兼任をしていました。彼

は、私が若い頃に久里浜にある国立研究所で研修

生だった時の同期生です。それこそ、その当時で

すので、養護・訓練はこうあるべき、みたいなこ

とを、夜を徹して話し合った仲間の一人です。で

すから、調査官の仕事を古川さんと一緒にできる

ということで、すごく嬉しかったですね。最初は

本当にいろいろと教えて貰いました。横田先生か

らは、棚に置かれたいくつかの資料と紙1枚、そ

してフロッピー1枚を受け取って、 「これで仕事

しなさい。重要なポイントだけは書いてるけど、

あとは君の腕次第だよ｡」みたいなことを言われ

ました。何からやっていけば良いんだろうと思っ

ていると、石塚という調査官がいましてね、今で

もいますけど。この人の言ったことが凄いんです

よ。 「島さん、君はまだ分かっていないだろうけ

どね、君が右って言ったら日本の病弱は全部右に

行くんだよ。左って言ったらみんな左に行くんだ

よ」って言われて、へえそうなのかと思っていた

ら、続けて「調査官はね、だから、間違いはない

んだよ」って言うのです。つまり自分が基準だっ

てことです。私は、大概のことはのん気に構えら

れるのだけど、その日は眠れなかったですね。下

手なことを言えない。右って言ったら右、左って

言ったら左って・ ・ ・ 、え？、なんてバカなこと

を引き受けちゃったんだろうって思いました。そ

の日の日記を見ると、これ、 3日で辞めちゃ怒ら

れるだろうなって書いてあります。

配った資料に勤務期間中のことはすべて書いて

あるし、資料を読んだら何が起こったかってみん

な分かるようになっているのですが、何でも喋っ

てくれと言われているので、主に裏話をします。

どうやって僕が調査官になったかというと、平成

15年の2月くらいでしたかね、当時、徳島県教育

委員会の指導主事で、肢体不自由と病弱を担当

だったのですが、出張で行っていた養護学校に教

育委員会からいきなり電話がかかってきて、すぐ

に帰ってきて教育長室に行きなさいというので

す。一介の指導主事ごときが県の教育長室に来い

と言われるということは、何かしでかしたことが

バレたか、あるいは、 とんでもない事件が起きて

いるとしか思えないのです。当然、僕は前者だと

思いました。何がばれたのかな。あれこれ考えな

がら帰ってみると、学校教育課長が慌てて探して

いたとか、障害教育室長が目の色替えて探してい

たとか言われるわけですよ。不安で心臓ドキドキ

しながら慌てて部屋にいくと、 「実は文科省から

話しがあって、調査官として働かないかと連絡が

あった｡｣と告げられたすぐに､｢で､どうしますか」

と言われるんですよ。ところが、教育次長なんか

は｢良かったね､すごいことだよ｣。課長なんかも、

｢おめでとう」と言っているのですね。それで､「ど

うしますか？」といわれても、嫌と言えない状況

です。頭の中でよぎったのは、横田先生とのお話

しの中で聞いたことでした。その頃、いろんな会

議などでよく会っていたので、大変な仕事だと聞

いていました。 日本中を年中走り回っているし、

寝たかなと思ったら、 もう次の日だということは

しょっちゅうあると聞いていたので、 うわあ、あ

んなになるのかと思ったわけですね。でも、 ノー

天気な私は、全国あちこち旅ができる仕事だな、

もしかすると、まだ行っていない県にも遊びに行

けるかなって､ばかなことを考えたのですね。で、

そのまま、間違って引き受けちゃったというよう

な次第です。

で、特殊教育調査官という名前、文部科学省初

等中等教育局特別支援教育課特殊教育調査官、 と

いう漢字がいっぱい並んでいる名刺の仕事になり

ました。ちなみに、先ほど山本先生が、特殊教育

課の教科調査官とおっしゃられていましたけど、

文部省が文部科学省になって、特殊教育課が特別

支援教育課になって、教科調査官が特殊教育調査

官になって、今は、特殊教育調査官が特別支援教
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先輩の調査官の先生方とは一緒に考えられないよ

うな感じで、ちょっと影が薄いかなあ。そんなこ

とない？でも、横田先生のあとですからね。横田

先生に比べられたら、 50年くらいやっても負ける

と思います。

そんな薄い影の中でもですね、ちょっとこう、い

くつかやらせて貰ったことを言いますと・ ・ ・ 、実

はこの資料も最初に作ったら12ページあったので

す。それをコンパクトにまとめたのですけれども。

まあ時代的に割と、いろいろあったのですよ。

たとえば、今でいう、発達障害のお子さんを病弱

教育の中でどうするかなんていうのも、いろいろ

と論議されていったところもあります。知的障害

がないですから、視覚や聴覚や、肢体の障害もな

いのですから、理論的には教育課程上、病弱教育

の対象になってしまうんですよ。それから、院内

学級を特別支援教室構想の中で、どう扱っていく

かなんていうことも検討されましたし、他にも本

当は結構いろいろなことがあったんですね。そう

いえば、小児慢性特定疾患に関わって、児童福祉

法の改正で小児慢性特定疾患が・ ・ ・、資料のどっ

かに書いていますが・ ・ ・ 、 15年、 16年、 15年4

月以降、法律に基づいて、小児慢性特定疾患の治

療研究事業というのが、それまでのただの事業か

ら変わるのですけど、 このときなんかも、文部科

学審議官のお供して国会のほうに、厚生労働委員

会だったかな、に政府側の人間として座っている

のですけどね、国会の場に行くのですよね。皆さ

んご存知の、例の仕分け人の蓮紡議員さんがいま

してね、かっこいいんです。あの人ね。たくさん

の委員のいる中でもね､脚をこう斜めに組んで…

(笑)。こんな感じですね。こんな感じでいるんで

す。で、かっこいいなと、関係ないこと考えなが

らいたんですけど、その斜め向かいで、私の県の

選出の議員さんが． ・ ・ ・ 、恥ずかしいこともあ

りました。

実はそのときもですね、朝、職場に行くと突然

課長が、審議官が国会行くから、一緒にくっつい

てってくれって言うんですよ。答弁で間違ったこ

とを言わさないように、後ろから突く役だとか言

われて黒塗りの公用車で連れられて行ったのです

けど、そういう突然のことというのはよくありま

育調査官になって、 というように名前がどんどん

変わったわけですが、歴代唯一、特殊教育調査官

しかしていないのが私です。私が3年間しか調査

官をしなかったからなんですね。でも、 この3年

間が日本の障害児教育にとって滅茶苦茶濃かつた

のですね。それが、お手元にある資料の、主な出

来事の一覧です。あ、一部抜けていますね。平成

17年に教員免許の総合化というのもありました

ね。それから、特別支援教育に関わる事業が…、

ページをめくると、 1ページ目の何月何日って書

いてあるところの下のほうに、モデル事業がず

らっと書いてありますが。実はモデル事業といい

ながら、 47都道府県全てにおいて、特別支援教育

推進体制モデル事業が始まったんですが、 まあ、

全国的に新体制を進めるわけですね。その流れで、

特別支援教育体制推進事業に続きます。これは、

厚生労働省と一緒になって、連携共同をしながら

特別な支援を必要とする子どもたちの支援体制を

進めていきました。ですから､体制の変更という、

まさしく、特殊教育から特別支援教育に大きくシ

フトしていくそのときに、調査官という仕事をや

らせて貰ったわけです。この期間というのは､｢今

後の特別支援教育のあり方」を受けて、新体制作

りのための数年間です。ですから、 「特別支援教

育を推進するための制度の在り方」の中教審答申

も含めて、本当にこう、今ある枠組みをどんどん

作っていった時代です。調査官の仕事としては、

啓蒙普及というか､新しい考え方はこうなんだよ、

これからこうなっていくんだよというようなこと

を、ずっとあちらこちらでしゃべって説明して、

というようなことをやり続けた3年間でした。

そしていよいよ法律も変わり、実際に、これか

ら実質的に特別支援教育が動いていくというとこ

ろで、丹羽先生に、 「あとはお願いね｡」と言った

わけです。で、実は私は、学習指導要領の改訂を

していない唯一の調査官でもありますね。改訂の

ために必要な委員を選ぶところまでしまして、こ

の人にお願い、あの人にお願いって感じで、いろ

いろな人にお願いをして準備を終えてから、あと

の実質的なところは全部、後任にお任せをしてし

まったという、非常にこう、何というんでしょう

ね。あまり、表には出ないというか・ ・ ・ （笑)、
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したね。日韓セミナーが始まった頃の時も、朝行

くと､｢今日､代わりにソウル行って来い｡」といっ

た感じで、課長が怪我をされて松葉杖では難しい

からと言うことだったのですが、私の口から出た

のは「はぁ・ ・ ・ ？」でした。そして思いついた

のが、 「今日、パンツも着替えも持っていないの

で」って、バカな言い訳をしながら、 まあ、結局

行かなくて済んだのですけど（笑)。

あと、いろいろとエピソードはありましたが、

そうですね､夕方､新宿あたりで飲んでいると､｢○

○党の△△先生がこんなことを言っているから、

ちょっと来い、帰って来い」って言われたり、夜

中の二時に携帯が鳴ることもありました。勤務時

間なんか関係ないという時期もあって、そういう

日々を楽しく過ごさせていただきました。

裏話って言ったってどこが教育と関係あるん

だって思われるかも知れないけど、本当にいろい

ろなことがあったというのが、私の調査官時代の

思い出です。

先ほどちょっと言った発達障害に関わっての扱

いというのを話しましたが、知的障害養護学校だ

と、知的障害をもたない発達障害のお子さんとい

うのが行くところがなくて、そろそろ病弱養護、

当時の養護学校ですが、に増えかけていたのです

ね。そのころ、例えば、長崎県の大村養護学校

は、隣接していた病院がなくなったこともありま

して、全部の子どもが通学の子どもなのです。そ

うすると、そこに発達障害の子、それから、一部

不登校の子なんかも増えてきている。ということ

がありました。そしてそういった現象を、県レベ

ルではどういうふうにするべきか､ということも、

他の県からもですが､相談や連絡があったりして、

子どもの教育を受ける権利を基本として、教育課

程上の問題と障害の種類のことで話すしかなかっ

たですね。実際には、その実態に合った状況に対

応するということも、必要じゃないかなというこ

とも話しをしておりました。

発達障害と言えば、平成16年の2月ですから、

調査官として行って1年も経たない頃に、発達障

害児に関する勉強会というのが、実は厚生労働省

でありました。これはちょっと書いていないので

すが、この前に、文科省で、厚生労働省の人、当

時の専門官ですね。それと、文科省側の調査官。

これは、先ほど言った知的障害の調査官の石塚さん

と、今、特総研のほうに行っている発達障害の調査

官をしていた柘植さん。それに､振興係の係長さん、

あとは課長さん等がですね、将来設計の会合を持つ

んですよ。そして､これから法律を作っていく上で、

発達障害の対応をしていく上で、やっぱり保健・福

祉だけではなくて教育の役割が大きい、当然、協力

関係というのが大きく関係してくるのだろうという

ことで、厚生労働省でお勉強会をずっとしているの

ですね。その勉強会に、議員さんがおりましてです

ね、◇◇党の議員さんだったと思うのですが、その

方が中心になって、当時、結構、発達障害に関する、

いわゆる有識者という連中、前の梅ケ丘の市川先生

とか、内山さん、当時お世話になりましたけど、 と

か、愛知の杉山先生、鳥取の小枝先生とかですね、

それから、中京大の辻井さんとかの、そういう各方

面の専門的な立場の人と一緒に、これからどういう

ことが必要かなどの論議もするわけです。それに賛

同する議員さんが当然何人も増えてきて、議員連盟

というのかな、やがてそれで、議員立法として、発

達障害支援法というのができていったんです。です

から、表向きには厚生労働省がやっているのですけ

れども、文部科学省がその後の特別支援教育の中で

ね、 きちんと、こう、サポートしていけるような体

制というのを作っていったということがあります。

この勉強会ですが、柘植さんと石塚さんに連れられ

て、私はオブザーバー参加をしていました。

この時期の調査官会議でのエピソードですが、

また変なことを言うのですけれど（笑)、 まだ、

発達障害の子どもたちに、どういうふうに対応し

ていくかというのを検討していた頃ですが。例え

ばですね、超能力を持った子どもが学校にいて、

何とか対応しなきゃいけない場合はどうなるのだ

ろうか、などということも話題になりました。お

そらく特別な支援が必要だと考えられる。でも、

視覚障害じゃないですよね、聴覚障害じゃないで

すよね、体が不自由でもないですよね。で、知的

な遅れもないとなったら、病弱教育ですねえ、 と

いう冗談みたいなことも話題になって、当時の企

画官が「超能力調査官」 （笑）って言っていまし

たよ。でも、それくらいね、いろいろな子どもの
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侵の原則がありますから、 自分の領域は関係な

いねって抜けたのですね、肢体不自由の調査官

も抜けましてね。結局、残った石塚さんと私

と・ ・ ・ 、柘植さんは、 もうそのときには兵庫

教育大に行っていたので、 2人で論争になった

のです。私は分けるほうに、相手の方は一緒で

と考えていたのですね。私から最終的に、指導

方法が違うという話を出しましたが、そのまま

譲らず持ち越し。でも、 もうあまり日がない。

担当の係長も困って､何回かの論議の末に､じゃ

あ課長が最後に決めることにしようとなりまし

た。でも、課長ってそんなこと、 よく分からな

いですね。行政の専門家ですからね。それで、

わざわざ柘植さんに連絡を取りましてね、以前

までの経過とかと照らし合わせた上で、結局は

分けるとしたのですね。実はそのときに課長は

すごく悩んだそうです。分けると金がかかるの

です。というのは、 LDの専門家というか、専

門の知識とか教育技術を持っている先生と、A

DHDの専門の先生をそれぞれ別に置かなきゃ

いけなくなるんじゃないかと考えたらしいので

す。そこで、障害特性の違いから教育方法とか

が当然違うのだけれども、その両方に対応でき

る専門性をちゃんと持っている先生が居るとい

うことを言って、それで最終的に発達障害とい

う枠組みじゃなくて、学習障害、注意欠陥多動

性障害､自閉症を独立した枠組みを作りました。

結果的には、あとで現場の先生方からは分けた

ほうが良かったと言ってくれたので、僕は3年

間いて、最後に喜ばれる仕事をしたのかなと

思った次第です。ちなみに、この間の論議の経

過はリアルタイムで内山さんや友人たちにメー

ルで相談をしていました。学校現場や保護者の

必要に応じた仕組みが大事だと思っていたから

です。

これで終わりですが、ちょっと喜んでもらお

うと思って、お土産を持ってきました。何かの

役に立つかどうか分からないのですけど、冊子

になっている答申です。見たことがある人もな

い人もいるかもしれませんけれども。これがで

すね、平成17年の中教審の答申。これは、免許

の総合化の中教審の報告ですね。で、これは中

ことは考えていたのですよ。だから、笑い話みた

いなこともありましたが、真面目に調査官の会議

ではいろいろと論議をやっていたのですよね。丹

羽先生、今はどうですか？

丹羽調査官会議やっていますよ。週に3回ある

ときもありますよ。

島へえ、週3回もやっていたらすごいね。調

査官会議というのは、本当に喧々誇々というか

ね、各障害種別の教育に関して代表という意識

がありますから、 もうちょっとで掴み合いにな

るかもというときもありましたね。でも、その

あとはみんなで一緒に飯を食ったりしていまし

たね。勤務期間の途中で、あとでみんなで一緒

に飯を食ったりするのが無くなっちゃったの

で、今はどうなっているのか知らないのですけ

ど、調査官って、けつこう自由に、ただし、い

ろいろな問題というのを考えて論議をし合って

いく仕事でした。たぶん、その時代に対してき

ちんと教育を考えていくというようなことなの

でしょう。余談ばっかり言い過ぎてちょっと時

間がやぱいです。ま、 とにかく発達障害に対し

て、病弱教育としてどうやって関わっていくか

ということが、そのころに、ずっと考えていた

というのが､今､言おうとしたところです。で、

先ほど、心身症等のお話をされていましたけれ

ども、精神障害を含んでそれらに関しても、病

弱教育が見ていくことだということもはっきり

させてきましたし、あとは最後のエピソードと

いうのがあります。

私は､平成18年3月31日に退官するのですが、

この日に、学校教育法施行規則の改正が出てい

て、次の日の4月1日から、通級による指導の

対象者に、学習障害、 LDと、注意欠陥多動障

害、 ADHDが入ってくるのですけれども、 こ

のときも実は、 まとめた概念で「発達障害」と

して入れるのか、それとも、 LD， ADHDと

いうように分けて入れるのかというので、かな

り操めました。視覚障害担当の調査官と聴覚の

調査官が、 まあ、 うちは関係ないからと論議か

ら抜けたのですよ。というか、調査官には不可
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教審の中間報告。それと、特別支援教育のあり

方に関する最終報告。必要な人がいましたら、

お土産にお持ちください。本文とかはウェブ上

で手に入るのですが､冊子になっているものは、

あまりないのですね､実は◎私の在任期間中だっ

たので、何冊かお家にあったので、持って来ま

した。

それからこれはですね、ガイドラインです。

これは、私のところに1部しかないので、こん

なのもありますよ、 という意味で持ってきたの

ですけど､どなたか必要でしたら差し上げます。

荷物になるかもしれませんが。佐藤先生、要

る？ 誰か、欲しいという人はいますか. ・ ・・

あ、手が挙がりましたので、佐藤先生、残念で

す（笑)。

時間がかなりオーバーをしてしまったのです

が、あとは見てもらったら分かると思います。

それと、私は毎日、業務日誌を自分で書くのを

義務付けているので、何月何日、どんなことが

あったかというのを調べられます。必要でした

ら、答えられる体制を取っています。当時の、

自分なりに書き直した資料、 2GBくらいの3

年間のものは全てあります。以上です。
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文部科学省在職中のこと 島先生資料

（在任期間平成15．16．17年度：平成15(2003)年4月16日から

平成18年(2006)年3月3旧）

※平成15(2003)年3月28日

「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」答申

4月21日「中央教育審議会初等中等分科会特別支

援教育特別委員会」全特長ヒアリング

5月8日義務教育費国庫負担制度の堅持を求める

全国集会（教育関係22団体）

5月18日全国特殊学校長会「個別の教育支援計画

(中間まとめ)」発行

6月22日全国特殊学校長会総会、 6月24日病弱養

護学校長会研究協議会

9月2日第2回「個別の教育支援計画」検討委員

会

9月17日義務教育費国庫負担制度堅持のための教

育団体集会

12月3日｢特別支援教育を推進するための制度の

在り方について｣中間報告、パプコメ開始

平成17年(2005年）

2月17日全特長「盲・聾・養護学校における個別

の教育支援計画に関する調査研究」第2回委員会

3月8日全特長「盲月聾・養護学校における個別

の教育支援計画に関する調査研究」第3回委員会

4月1日発達障害者支援法施行

5月12日国特総研リエゾンオフイス開所式

5月20日日教組障害児教育部長と会談

5月28日東大阪市自閉症協会研修会

6月21日全国特殊学校長会総会、 6月23日病弱養

護学校長会研究協議会

7月17日文部科学省スクールミーティング（山下

課長、係長）山形養護学校

11月1日義務教育費国庫負担制度を堅持する教育

関係22団体全国集会

12月8日｢特別支援教育を推進するための制度の

在り方について（答申)」 （中教審）

○文部科学大臣

遠山敦子（平成13年4月26日～）→河村建夫（平

成15年9月22日～）→中山成彬（平成16年9月27

日～）→小坂憲次（平成17年10月31日～）

○特別支援教育課長

上月正博→山下和茂→瀧本寛

○主な出来事

平成15 (2003)

※3月28日「今後の特別支援教育の在り方につ

いて（最終報告)」発表

4月11日文部科学省特別支援教育課主催「特別支

援教育推進体制モデル事業推進委員会」※

4月16日 （水）－4月17日 （木）国特総研主催

第一回｢特別支援教育コーデイネータ指導者研修」

5月30日義務教育費国庫負担金制度に関する文部

科学省説明会

6月24日全国特殊学校長研究大会（26日病弱養護

学校長会研究協議会）

9月8日義務教育費国庫負担金制度説明会（全国

特殊学校長会）

10月2日全国特殊学校長会と全国特殊学級設置学

校長協会と特別支援教育制度意見書協議

10月20日義務教育費国庫負担金制度、全国特殊学

校長会ヒアリング

12月1日「個別の教育支援計画」について全国特

殊学校長会と打ち合わせ

12月4日第1回「個別の教育支援計画」検討委員

会（全国特殊学校長会）

12月庁舎建て替えのため1月から千代田区丸の内

に移転に関わる引っ越し

平成16年（2004年）
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関連平成16(2004)年度から、新研修医制度開始

平成17 (2005)年度から、小児慢性特定疾患治療

研究事業が改正児童福祉法に基づき開始

平成18 (2006)年10月1日から障害児施設措置費

の支給から教育費が対象外、特別支援学校への就

学奨励に関する法律に基づき支給へ

○平成15年、 16年度文部科学省委嘱「特別支援

教育推進体制モデル事業」47都道府県

平成17年～文部科学省委嘱「特別支援教育体制

推進事業」

厚生労働省の「発達障害者支援体制整備事業」と

連携協働

○法規等の改正

障害者基本法最終改正：平成16年6月4日法律第

80号

学校教育法平成15年7月16日法律第117号、平成

15年7月16日法律第119号

平成16年5月21日法律第49号、平成17年7月15日

法律第83号

学校教育法施行令平成15年12月3日政令第487号、

平成17年9月9日政令第295号

学校教育法施行規則

平成15年9月16日文部科学省令第39号、平成15年

9月19日文部科学省令第41号

平成16年3月12日文部科学省令第8号、平成16年

3月31日文部科学省令第15号

平成16年3月31日文部科学省令第20号、平成16年

3月31日文部科学省令第22号

平成16年12月13日文部科学省令第42号、平成16年

12月15日文部科学省令第43号

平成17年1月31日文部科学省令第1号、平成17年

3月3日文部科学省令第2号

平成17年3月31日文部科学省令第16号、平成17年

4月1日文部科学省令第29号

平成17年7月6日文部科学省令第38号、平成17年

9月9日文部科学省令第40号

平成17年9月9日文部科学省令第42号、平成18年

3月30日文部科学省令第5号

平成18年3月31日文部科学省令第11号、

平成18年3月31日文部科学省令第22号

この省令は、平成18年年4月1日から施行する。

(※平成18年文部科学省告示第54号）

○初等中等教育分科会教員養成部会特殊教育免

許の総合化に関するワーキング・グループ

第11回(2003年5月30日） 、第12回(2004年4月

22日） 、第13回（2004年ll月25日）

第14回(2004年12月13日） 、第15回(2005年1月

7日） 、第16回（2005年2月28日）

○初等中等教育分科会特別支援教育特別委員会

第1回（2004年3月18日） 、第2回(2004年4月

21日） 、第3回(2004年4月28日）

第4回（2004年5月11日） 、第5回(2004年5月

17日） 、第6回(2004年5月31日）

第7回(2004年6月15日） 、第8回(2004年6月

25日） 、第9回（2004年7月13日）

第10回(2004年7月27日） 、第ll回(2004年9月

13日） 、第12回(2004年9月28日）

第13回(2004年10月13日） 、第14回(2005年1月

31日） 、第15回(2005年3月29日）

第16回(2005年4月26日） 、第17回(2005年5月

31日） 、第18回(2005年7月29日）

第19回(2005年9月27日） 、第20回(2005年10月

13日） 、第21回(2005年ll月1日）

第22回（2005年ll月21日）

○初等中等教育分科会教育課程部会特別支援教

育専門部会

第1回(2006年3月14日）

○地域における相談支援体制の整備のためのガ

イドライン策定会議

第1回（平成15年8月27日)、第2回（平成15年

10月1日）

第3回（平成15年ll月14日）

※2005 （平成17)年3月地域における相談支援

体制整備のためのガイドライン

4月同上厚労省と打ち合わせ

○情動の科学的解明と教育等への応用に関する

検討会（オブザーバー参加）

2004年12月21日に設置された文部科学省の検討

会。「子どもの情動等に関して科学的に解明すると

ともに、その成果を集約し、教育等へ応用させて

いくための諸方策について検討すること」が主題。

2005年1月から8月まで毎月1回開催され、 2005

年10月に報告書。 2006年3月31日まで実施。

(引き続き、平成18年4月1日から平成19年3月
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関東・甲信越大会長野大会（若槻養護学校）

2004(平成16)年10月13日～15日45回全国病弱虚

弱教育研究連盟研究協議会

北海道北海道大会（札幌市立山の手養護）

2005（平成17）年8月3日 （水）～5日 （金）第46

回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協議会福井大会

近畿･東海･北陸地区（福井県立福井東養護学校）

○参加地区病連

2003 （平成15)年8月第25回中国四国地区病弱虚

弱教育研究連盟研究協議会（高知江の口）

2003 (平成15)年9月第30回東北地区病弱虚弱教

育研究連盟研究協議会岩手大会

(一関養護学校）

2003 (平成15)年10月25日第43回九州地区病弱虚

弱教育研究協議会沖縄大会（森川養護学校）

2004（平成16)年7月29日 （木）第40回近畿・東

海・北陸地区病弱虚弱教育研究連盟研究発表会

奈良大会（奈良七条養護）

2004(平成16)年8月24～25第26回中国四国地

区病弱虚弱教育研究連盟研究協議会及び総会

島根大会（松江緑が丘）

2004(平成16)年8月25日第44回九州地区病弱虚

弱教育研究協議会長崎大会（桜ケ丘養護学校）

2004 （平成16)年10月第31回東北地区病弱虚弱教

育研究連盟研究協議会宮城大会

(宮城県立西多賀養護学校）

2005 （平成17）年8月22日 （月）～24日 （水）中

国四国地区病弱虚弱教育研究連盟研究協議会

(山口県立豊浦養護学校）

2005 （平成17)年10月7日32回東北地区病弱虚

弱教育研究連盟研究協議会福島大会

(須賀川養護学校）

2005 （平成17）年11月9日～ll日第45回九州地区

病弱虚弱教育研究協議会佐賀大会

(中原養護学校）

○全病長大会

平成15年(2003)8月新潟県立古田養護学校主幹、

新潟市にて全病長研究協議会開催。

平成16年(2004)8月岡山県立早島養護学校主管、

岡山市にて全病長研究協議会開催。

平成17年(2005)8月徳島県立鴨島養護学校主管、

徳島市にて全病長研究協議会開催。

31日には調査研究）

○「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会

(オブザーバー参加）

厚生労働省雇用均等･児童家庭局が開催した『｢子

どもの心の診療医」の養成に関する検討会』で

は、有識者が集まり、 「子どもの心の診療医」を

定義、類型化し、平成17年3月17日から平成19年

3月までの12回の検討を通して、 「子どもの心の

診療」を行うことのできる小児科医や精神科医を

養成・確保するための方策について提言を取りま

とめた。

○廃校等

秋田県立本荘養護学校

平成16年3月31日本荘養護学校閉校

平成16年4月1日秋田養護学校道川分教室開設

奈良県立西の京・七条養護学校の統合（平成17年

度より奈良東養護学校に改名)、

病弱教育部門（病弱部・訪問教育部）

埼玉県立寄居養護学校

平成16(2004)年4月1日休校となる。

平成16(2004)年8月3日埼玉県学校設置条例の

一部を改正により廃校。

大阪市立貝塚養護学校

2003年に隣接する国立療養所千石荘病院の閉鎖に

より、入院しながら通学する児童生徒が

いなくなる。大阪市教育委員会は2006年11月に、

児童・生徒の新規受け入れを停止し、

在校生が卒業次第廃校にする方針を発表。

○「発達障害支援に関する勉強会」

第1回（平成16年2月3日)、第2回（平成16年

2月17日)、第3回（平成16年3月2日）

第4回（平成16年3月16日)、第5回（平成16年

4月6日)、第6回（平成16年4月20日）

第7回（平成16年7月13日)、第8回（平成16年

8月4日)、第9回（平成16年9月21日）

第10回（平成17年5月23日）

○実験学校（特別の教育課程の編成・実施を可

能とする特例）現「教育課程特例校制度」

千葉県立四街道養護学校

○全病連大会

2003 (平成15)年11月19日 （水）～21日 （金）第

44回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協議会
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Ⅳ、質疑応答

司会どうも、島先生ありがとうございます。島

先生が、文科省にいかれたのが4月16日で、

しばらくして、 うちの職員研修来られたのです

ね。あれは、いつごろだったのですか。覚えて

いませんか、一番初めに来て大胆な発言をされ

たのは。

島あれは、これには書いていないのですが、研

究所の今後の在り方とかも含めての会議です

ね。あれは1回目の特別支援教育課と、国立特

殊教育総合研究所の意見交換会です。

司会当時は、文部科学省特別支援教育課とうち

が、 2ヶ月に1回程度、同じテーブルで議論を

していたこともありました。今は全然ありませ

んが。

島そうなのですよ｡実は､すみません､長引いて。

調査官をしている期間に感じたことですが、最

初の頃は結構、課内情報をお互いにやり取りを

していたのが、だんだん、研究所との間でも無

くなっていったというのが、その3年間で、肌

で感じました。もうひとつ言うとね、調査官の

仕事自体がだんだん変わりましたね、 3カ年の

間に。専門職と言うより行政官とか事務官の仕

事に近くなったというのがありましたね。

司会分かる人は分かる発言でした。どうも、島

先生、ありがとうございました。

島ありがとうございました。

司会ここまで、 1時間15分なのです。あと45分

なのですけれども、ここで、少し質問タイムに

したいと思います。山本先生は、他のどの調査

官よりも長い期間､在職しておられたのですが、

先生､20分の時間を守っていただきましたので、

もう少しお話しになりたいことは、ございませ

んでしょうか。

山本質問があれば。

司会いかがでしょうか。何か質問等がもし、あ

りましたら。

桐山はい。

司会じゃあ、桐山先生。

桐山養護学校の桐山です。山本先生の最後のと

ころで、協力調整、連携協力者会議ができたわ

けですけれども、それを立ち上げようというの

には、いろんな動きがあると思うのですけれど

も、何か後押ししたような出来事があって、会

議に結びついたのではないかなというふうに

予測するのですけれども、そういったことはな

かったでしょうか。病気療養医療、教育に関す

る調査、研究協力者会議、これの発足の背景と

か、実態みたいな。

山本はい。資料になかったね。横田先生の時に

報告書がでたので、私のときは立ち上げただけ

なので、それで、書かなかったのですが、あま

り記憶が定かではないですけどね､その頃から、

病弱教育の重要性というのはだいぶ認識されて

きて､全国的に､教育内容の実態がバラバラだっ

たのです、いろいろあったのです。院内学級の

問題も含めて。だから、 もっと病弱教育を充実

しないといけないんじゃないかということが、

だんだん、文部省の中でね、認識されてきて、

事務レベルで。そういうのもありましたし、あ

とは、病弱教育の関係者、当時いろいろな協力

者会議というのをやっていますね、そういう中

でね、 もっと病弱教育の在り方を根本的に見直

す必要があるんじゃないかという、いろいろな

学識経験者とか、先生方から強い要請もあった

りして、これも、私が官の中の会議に伝えたい

とか、いろいろありまして、いろいろなことが

始まったと思います。あまり記憶が定かではな

いというのがありますが、むしろね、そのとき、

委員をされた横田先生、何かご存知。

横田私はそのときに、 20数人の委員の1名で

入ったのですね、一番最初に、当時の日高課長

が、いわゆる、実態と違ってきているというこ

とで、これをきちんと見直して、本当にどうあ

るべきなのかということを考えるための会議な

のだという、そういう主旨の話しをされたので

す。ああ、国が変わってきたんだなということ

があったのと、そのときに、 さっきもちょっと

申し上げたのだけれども、 6ヶ月という規定を

変えよう、 22条の3にあった項目を変えようと

いうふうな話しが出たのですね。ところが実際

に変わったのが平成14年なのです。平成14年の

就学基準が改訂になるときまで、それは6ケ月

以上は変わらなかったのです。なぜならば、病
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弱のあり方に関して、指導主事の会議等が、今

後おこなわれることがあるか気になるところな

のですけれども、当時そのような会議が招集さ

れた経緯や指導主事のあり方みたいなところを

お聞きしたいのですが。

横田当時はですね、審議のまとめが出まして

弱だけが、その規定を変えようと思ったら、 22

条の3という規定は、全部一緒に他の障害、全

部一緒に載っていますよね。ですから、これを

変えるのであれば、他の障害も全部変えようと

いうようなことで、最終的に見直したのが平成

14年の4月の就学基準の改定でございました。

ですから、大きな流れとして、実態に合わな

い法律ということをもう1回見直して、本当に

子どもたちに対しての教育のあり方ということ

を、全部見直そうという、その、全部見直そう

ということがスタートだったと。だから、病弱

教育じゃなくて、病気療養児の、 というふうに

敢てなっていたのだろうと、私は記憶しており

ます。当時のものだけの記録を見ようと思った

ら、少しまだ私は持っていますので、 もう1回

見直して、最初の課長の挨拶がどうだったのか

と、 もう1回見直してはっきりすることができ

ると思うのですけど、 まだそのへん、整理でき

ていないところがあります。よろしいでしょう

か。

司会どうもありがとうございました。他に何か

質問等はありますでしょうか。歴史的なターニ

ングポイントがいくつか、 この間にありますの

で、今の質間のように、そのときに、実際、国

ではどういうふうな動きがあったのかというよ

うなお話しも、この機会には聞けるのではない

かなと思いますが。どうぞ、土屋先生。

ね、局長通知として、 12月21日に出されたわけ

ですね。それを通知ですから、全部の都道府県

教育委員会、それから、病弱養護学校校長、全

部に通知されたのですけれども、実際に、どれ

くらい浸透しているかということをあたってみ

ても、あまり知られていない。また、通知が来

たんだということで、それをさっと読んで、文

書として、 しまわれてしまっているということ

で、あの中に非常に大事なことが書いてあるの

に、 ということで、 これを徹底するために、 1

回やろうとやったわけです。

そうしましたら、他の障害もやりたいとなっ

た。しかし、他の障害ももっと徹底した理解を

してもらうためにも､やりたいと思っていても、

全部の障害をやると予算がないのですよ。で、

最終的に、全国の指導主事会議の中で、それぞ

れの調査官が行政説明と、それから、 自分の専

門としての障害の現在の状態について、どうあ

るべきかという、そのときの問題点をクリアに

お話しするというようなことで、そのあと、 し

のぐようになっていってしまいました。

ただ､私が平成6年に調査官になったときに、

全国77ほど、医科大学があったのですね。医大

の中に18しか、院内学級ないしは、養護学校と

か、そういうことが18しかやっていなかったの

です。そういう教育の場がなかったのです。こ

れを増やしたいと。これを増やすにはどうした

らいいかということを考えました。でも、そん

な、違う分野にいるものが、そんなことを考え

たって増えるわけがないのですね。それで、た

またま医科大学が文部省管轄なのです。大学で

すから。で、文部省管轄ということは、大学の

事務長、局長会議ですね、事務局長会議という

のが必ずあって、全部の大学の事務局長が文部

省に集るわけです。そのときに、初等中等教育

局長がどういう挨拶をするかという中にです

土屋貴重なお話しをどうもありがとうございま

した。加藤先生から続く、歴代の調査官の先生

方のお話が聞けて、 とても心強く思いました。

東京都では、病弱専門指導主事等が積極的に

担ってくださる先生がいらっしゃらないという

のもあって、文科省の中では、このように、力

になってくださる調査官が脈々と続いているこ

とを、 とても心強く思っています。ありがとう

ございます。それで、横田先生に質問があるの

ですけれども、いいですか？今と関連するんで

すけれども、その中で、全国の病弱の指導主事

会議がおこなわれたということで、 とてもすば

らしいことだと思っておりますけれども、その

後、今、特別支援教育が進む中で、各県での病
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ね、 とにかく医科大学のある大学の隣にある病

院は必ず小児科がありますから、その小児科に

は、必ず教育機関を設けてくださいということ

を言ってもらいました。

平成6年の12月に出して、平成10年に、最後、

どこかということは言いませんが、某医科大

学がうちにも作ることができるようになりまし

た、 と言って、それで全部整ったのです。それ

は施策的なことで、要するにちょっと考えたら

すぐにお分かりだと思いますが、医科大学にそ

ういうものができるということは、必ずポリク

リで、お医者さんになる前の人たちが、全部の

科を回ります。小児科を回ったときに、 自分の

受け持っている子どもたちが勉強しているのを

見ているでしよ。その人がお医者さんになって、

違う病院に行ったら、そこに子どもが勉強する

機関がなかったら､そこにも必要だよって､きっ

と言ってくれるだろうという、長期的な、ずる

いというか、すごい考えがありまして、そのお

かげで院内学級の数はこんなふうに伸びていっ

たのだというふうに考えております。

その頃、某医科大学から、何とかその、学級

を作って欲しいというようなことを、若いお医

者さんから言われて、そこに説明に行ったらで

すね、そこの教授から、いや、子どもの教育は

病気が治ってからでいいんですよと言われてし

まって、その話しがぽしやったことがあったの

ですね。でも、やっぱり今はそうじゃなくなっ

てきているなということを感じているのが実態

のところです。すみません、長くなりました。

山本今、土屋先生のご質問に関連して、横田先

生の資料の裏の2のエピソードの（7）なので

すが､平成10年から18年まで､4人（山本､横田、

中井､武田各先生:事務局注）で共同研究をやっ

た中で、全国の病弱の中の先生方に、特に病弱

教育担当教育の専門の先生に調査をして、毎年

研究発表をした中に、あるとき、研修がどのく

らいおこなわれているか聞いたのです。そうし

たらね、ほとんど病弱教育に関係する研修がお

こなわれていないと。それはなぜかというと、

病弱教育の専門の指導主事がほとんどいない。

2～3人は経験のある人がいるけど、ほとんど

知的障害が中心で。だから必要ないだろうとい

うことで、放ったらかしておいたらしいです。

これはまずいというので、どういう研修が必要

か、全部出してもらって、それをまとめて、全

国の都道府県の教育委員会、及び政令指定都市

の教育委員会に全部資料を送りまして、病弱教

育の研修をもっと充実して欲しいというのを、

我々4人が共同研究の結果を送ったことがあり

ます。ただ、それがどのくらい制度になったの

か分かりません。だから、少しは効果があった

のかもしれませんけど、そういう状況でした。

今はどうなっているのかよく分かりません。

会私が質問してもよろしいでしょうか。これ

はですね、山本先生と横田先生に実は聞きたい

ことなのですが、今、我々が病弱教育を考える

上で、やはりどういう病気が一番多いかという

ことが、 とても重要なのです。実は山本先生の

ときから病弱教育に対象になる子どもの数はど

んどん減ってきているのですね。今、 この間、

小児の疾病構造も大きく変わってきていたので

すね。それで、山本先生が在職をされていたと

きに､確かに､2回の学習指導要領の改訂があっ

て、そして、養護・訓練から自立活動に変わる

時期にも重なるわけです。でも、病弱教育とし

て、どのような病気を想定して、自立活動とか、

養護・訓練を考えていらしたのか。そのへんを

お聞かせいただければなと思うのです。

特に、心身症とか、精神疾患とか、それから、

今でいう発達障害の子ども。当時、そういう子

どもは、どのように認識をされ、そして、実際

に教育現場で対応されていたのかということも

含めてですね、 もし、そのときに、何らかの意

識をされておられれば、お教えいただければな

と思います。

平成9年には、病虚弱児施設が児童養護施設

に転換され、児童福祉分野での病虚弱児への対

応に大転機がおとづれました｡かつて､そういっ

たところに入っている子は、実は虐待を受けて

いた子とか、経済的に恵まれない社会的弱者の

子どもでした。疾病構造を考えると、過去から

現在も、病弱の児童福祉や教育では、ずっと社

会的弱者の子が、我々の目の前に現れていたよ

司会
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は表立ってなかったのです。それで、その、心

身症という子どもがだんだん増えて、神経症と

か、そういうのが出てきたから、どこに入るの

だろうと。重複と考えるとすれば、情緒障害な

り不登校なり、情緒障害の中に入りますね。そ

ういうことで、何か病弱と情緒障害の重複とい

うようなことで、 じゃあ研究をお願いしようと

いう、そういう形になったのですね。

横田というような経緯のあとなのですが､私は、

うな気もしておるのです。国の最前線におられ

て、どういう病気の子どもを想定して、様々な

施策を考えていらしたかということで、お教え

いただければなと思います。

山本ちょうど、横田先生が作られた図という

か、変遷がありますので、あれを見ていただく

と、分かるのですけれども、私が調査官になっ

た、 50年代、全病連の調査でも、ぜん息が一番

多くて20％を超えていて、その次に筋ジストロ

フィ－．筋ジスは、高等部の在籍者が増えて、

特別支援学校在籍者の年齢がどんどん高くなっ

てきていますが、当時は、小学校から在籍者が

多い時代でした。それから、腎臓病とか内臓の

疾患の子どもたち。そういう子どもたちの教育

はどうしたらいいかというところが中心で、そ

れで病弱教育の手引病理・保健編、教科指導編

とかを作成しました。もうひとつが義務制実施

後、いわゆる重度重複障害の子どもが、急に増

えました。そういうこともあって、私の資料の

2ページの実験学校というのを、病弱養護学校

も57年度から始めて、筋ジストロフィ－、それ

から重度重複障害の子どもについての実験学校

の連携ということをはじめました。ぜん息は重

複障害じゃないということで､別途、それぞれ、

実践があったのです。

心身症の話が、何度も出てきたのが、平成に

なってから非常にクローズアップされて、 この

点についても、実験学校で研究しなきゃまずい

んじゃないかということで、平成3年度に初め

て養護学校にお願いしたという流れがあって、

当時は、発達障害ということは、全く話題にも

なっていなかったんですね。だから、重度重複

障害っていっても、だいたい脳性麻揮の重度の

子どもが病弱養護学校では中心でしたから、そ

ういう子どもたちの教育をどうやったらいいか

ということを､取り上げてきていました。あと、

細かいことも、いろいろあります。そのあと、

横田先生。

司会そうすると、先生のときに、情緒障害とい

う概念の中には、どういう病気が主に議論され

ていたのでしょうか。

山本病弱教育では、あまり情緒障害という概念

平成のこのへん（平成6年：事務局注）ですね。

このへんから、調査官をさせていただいている

わけですけれども、 このへんというのはです

ね、これがぜん息ですね。それから、これは腎

臓疾患です。いわゆる小児ガンの子どもと、そ

れから神経。これは､筋ジスですね。ですから、

私は昭和48年のときに、病弱教育に院内学級と

いうところで、取り組みはじめたときに、当時

の医者が、 「先生、子どもの病気は30種類くら

いありますよ」と言われました。自分が担当す

る子どもの病気について、一つ一つ分かってい

けば、 3年くらいでベテランになりますからと

言われたのです。ああ、そうですかと。そのつ

もりでおりました。今、 500種類を越えている

のですね。ということから考えて、そして今、

ちょっと見てください。呼吸器疾患は、この、

小児ガンよりも少なくなっているって、そんな

バカなことはないですよね。この、呼吸器疾患

がですね、この赤丸のこれですね。これが、悪

性新生物、小児ガンよりも少なくなっているの

ですよ。というのは、呼吸器疾患のほうがはる

かに多いのだけれども、実際に病弱教育を受け

る子どもが少なくなって、通常の学級にいなが

らやっている子どもが圧倒的に多いという現象

ですね。以前、 このへんにはガンがいなかった

のかというと、 うそばっかりですよ。いたんだ

けれども、ガンの子どもに教育なんかない、 と

言った時代です。

そういう時代がずっと過ぎていって、私がこ

のへんになってきたときに、この昭和53年のと

きあたり、腎臓疾患が増えてきているのは、こ

れは、学校検尿が、昭和53年からおこなわれる

ようになってきて、どんと増えたのですが、こ
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の子どもたちだって、副腎皮質ホルモン製剤を

使用することによって、通常の学級で生活でき

るようになってきているから、病弱教育に入っ

て来ないだけであって、実は病気を持っている

子どもも通常の学級の中に、 もう溢れかえって

いるくらいいるのだけれども、病弱教育には来

なくなってきたということです。医療や医学の

進歩によって、治療方法が変わり、そのことに

よって、病弱の子どもの病弱教育の対象者が変

わってきているというふうに考えていただいて

いいと思うのです。

ですから、私は心身症の子どもの中に、当時

からはっきり言っていたのは、不登校と心身症

は、不登校も心身症の中に入れて、当時は考え

ておりました。不登校というのは、私は学校に

行きたくないんだ、当時は、登校拒否といって

いるのですけれども、学校に行きたくありませ

んと言って行かないのじゃなくて、頭が痛いと

か、お腹が痛いということを訴えて学校に行け

ない状態になっている子どもでしたから、 もし

かすると、本当に病気があって行けなくなって

いるのかもしれないということで、それがはっ

きりと心身症といわれるまでは、それは、子ど

もにもしかしたら本当に病気があるかもしれな

い。だから、病弱で預かってもいいじゃないか

というような考え方をしていました。

そういう考え方をとっておりましたけれど

も、それから、私は昭和48, 49年頃に、通常の

学校の中に情緒障害学級というのができ始めて

いったときですね。その頃には、情緒障害って

どんな子どもなんですかといったら、ほとんど

が自閉症ですというような、そんな言い方をし

ていたような時代でした。昭和48～50年くらい

の時はそんな状態ですね。ですから、情緒障害

というのは、小児精神のお医者さんたちにあま

りいなかったということもあって、その子ども

たちを病弱教育の対象というふうに直接言われ

ることはあまりありませんでした。

しかし、私は院内学級にいるときには、その、

精神科で、何か変わっているんだけど、何か変

なのだけれど、先生、この子どもも院内学級で

面倒見てくれない？といわれて、今、考えると

発達障害でしたね。そういうのもいましたけれ

ども、それは、精神科にかかっている、病名は

きちんと分からないけど、何か変な子というの

が、院内学級に必ず何人かはいたという、そん

な状態でした。

司会ありがとうございました。他にはいかがで

しょうか。

横田ついでに、骨折はですね、病弱児じゃない

といわれた時代なのですよ。

司会今の話についてですね、 うちの研究所で

平成4～5年、 5～6年かな、学習困難児とい

う研究が始まりました。実はこれが、肢体不自

由の中に、今でいう学習障害の子どもがいると

いうことから、研究所でもこの分野の研究が始

まって、学習困難児という概念ができてきまし

た。その後、いくつか大きな研究が行われ、今

の発達障害研究に繋がっているというような流

れがあるんじゃないかと思っているのですが、

今でいう発達障害の概念が出てくるプロセスみ

たいなものですね、横田先生の時期と、それか

ら、島先生の時期かもしれませんが、 もう少し

ちょっとこう、お話をいただけますと、ために

なるかなと思うのですが。

横田発達障害が病弱かどうか、私は分からない

ということを、今でも私は思っていますが、 と

にかく、特殊教育が特別支援教育に変わって

いったときに、それを易しく言うと、特別な教

育的支援を必要とする子どもなんですよね。特

別な教育支援を必要とする子どもに対する教育

が特別支援教育ということであれば、それがど

んな子どもも対象になるだろうと。どんな支援

が必要なのですかというおさえかたをすると、

通常の学校の中で、先生が、 1人の先生が、 30

人40人の子どもを見ていて、 とても1人ではや

りきれないような、何が原因か分からないけれ

ども、大変な子どもがいますよという、そこが

発達障害のいわゆる、 6.3％の原点になってい

くような話だったと、私は理解しております。

それで､こういうふうな子どもたちも含めて、

特別支援という教育概念をつくっていこうとい

う流れが、 21世紀の特殊教育のあり方というこ

とを検討していって、最終答申が出て、その翌
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軽いものは、それなりに、通常の学級で配慮し

ながら、 という中に入っていくだろう。そうな

ると、最後に残るのは病弱じゃないかと。

というのは、医療を必要とする、医療との

連携の中で、教育をおこなっていくというもの

が、私は最後に残るんじゃないかと思います。

教育だけでやれる世界は、おそらく何らかの形

で、特別な支援という形になってしまって、特

別支援学校とか特別支援学級とかっていう中よ

りも、 もっともっと、いろいろな形で細かく配

慮される中に吸収されていってしまう可能性が

ある。そうなると、どうしても、通常の学校、

通常の学級のところでは、やりきれないものと

いったら、医療を必要とする子どもだけになる

かもしれない。そういうふうに考えたときに、

病弱教育の本当の専門性は何ですかと問われた

らですね、私たちはそれを持っていなければい

けないと思います。

生きる力をどうのとかっていう問題ではなく

て、平成6年の審議の最後のまとめをするとき

に、当時、島崎という課長だったのですが、あ

る朝、私は呼ばれまして、 「先生、病弱教育っ

て本当に必要なの？」課長が聞くわけです。 「い

や、必要です｣。 「必要な理由を言ってみてよ」

というのですね。そんなこと、当たり前じゃな

いですかって。当たり前は理由じゃないんです

よ。当たり前は理由じゃないんだから、ちゃん

と理由を言わなきゃいけない。これとこれが必

要なんですよ、 ということを、ばしっとそのと

きに、叩きつけるように言いたかったのですけ

ど、言えなかったのです、私。

それが当時の調査研究協力者会議の協力を得

て、 5つに絞らせていただいたのが、あの、学

習の遅れは云々、 というあれから始まって、最

後に、その、治療上の効果があるという、あれ

の5つにまとめたのですね。あれを元にしてで

もいいし、どうでもいいから、 とにかく病弱教

育というのは、本当に必要なんだ、意義がある

んだということを、 これからしっかりしておか

なかったら、私はこの病弱教育を排除でいいん

ですかと言われる時代が来てしまうんじゃない

かと、そうすると、誰が困る。先生たちの職場

年には、 もう、その次の特別支援教育のあり方

に関する調査研究協議者会議が動き始めている

わけですから、そういう流れだったと理解して

います。島先生は。

島僕は発達障害者支援法ができていく過程で、

学校教育法施行令、施行規則ができていく過程

というのを追っていたので、病弱教育と直接関

連するか、ちょっと、そのへんは明らかではな

いのですが、だんだん整備をしていったという

のは事実です。それで、おっしゃられた学習の

困難のすり合わせと、あと、 LDの研究があり

ますよね。あれは繋がっています。これは、柘

植さん（元特別支援教育調査官：事務局注）が

出している、特別なニーズがどうのこうの、 と

いう非常に固い本があるのですけれども、その

へんに全部整理されています。

ちなみに、平成16年度の全病長のときに、直

接校長先生に聞いたのですが､心身症等の中に、

当時いわゆる発達障害といわれる子たちが、ぼ

つぼついるということを、そのときには証言さ

れていました。それと、ついでなのですが、平

成15年、 16年当時、ある程度発達障害の概念整

理ができていて、教育対応をどうするかという

ことで、制度設計がなされていったということ

と同時に、脳科学との連携ということで、特別

支援教育課からの調査官が会議に参加するよう

になっています。だから、複合的に発達障害に

対して、ちゃんとサポートしようという形で、

現在まで、続いてきているのかなというのがあ

ります。

司会ありがとうございました。残り15分ちょっ

とくらいになりますが、もう1人、2人くらい、

ご質問ございますでしょうか。

横田最後に一言いい？今までのことを、ずっと

振り返るいい機会をやっていただいて、 とても

ありがたかったのですが、私は、これからの特

別支援教育がどう変わっていくか分からないで

すね。分からないのですが、私の思いで言いま

すと、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不

自由、病弱、そして、言語障害も、それから自

閉も情緒も、いろいろ重度重複も含めていたの

ですけれども、おそらく、どんな障害もみんな
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がなくなるなんて、そんなことが困るんじゃな

いんです。誰が困るって、本当に子どもが病気

の子どもが本当に困るんじゃないか。私はそこ

のところに帰らずして、どうしてこの病弱教育

のことをしっかりおさえ続けていくことができ

るだろうかと思います。その要はそこにあるん

だろうというふうに思っています｡すみません、

長くなりました。

の患者調査が初めてです。これから先、加速度的

に入院する子どもたちの入院日数は短くなる可能

性があります。この中には、例えば精神疾患で長

期間入院している子どももいます。精神疾患の入

院に関しては、可能な限り地域に返していこうと

いう方向性が示されています。ですので、精神疾

患の子どもについても長期間の入院は少なくなる

可能性があります。精神疾患以外に入院が長いの

は小児ガンですね。小児ガンの子についても、可

能な限り早めに退院させようという方向で、舵を

きっている国が出てきております。

この様なことを総合的に捉えると、 これから

急速に入院の平均が10日を切る可能性があるかも

しれません。ただし、急速に入院期間が短くなっ

たとしても、退院後、小・中学校にすぐさま登校

出来る子どもばかりではありません。それは先生

方が体験されている通りです。そうしたら、退院

して学校に行くこともできない子どもたちに対し

て、今後どう対応していくのか。これは、私たち

目の前にぶら下がっている大きな課題です。これ

を、特別支援学校の方から、例えば訪問教育とか、

巡回による指導、通学生というような形で受け入

れていくのか、それとも小中学校の学校の中に設

置された特別支援学級の中で充実させていくのか。

双方での対応を考えていくことが必要でしょう。

特別支援学校の先生方からすると、ここは、特

別支援学校の中での充実ということを考えていた

だかないといけないですね。しかし、市町村の教

育委員会にとっては、小・中学校の中に病弱の特

別支援学級をしっかり作り指導を充実させいくと

いうことを、これから先は訴えていく必要があり

ます。残念ながら、県によっては、小・中学校の

中に病弱の特別支援学級はほとんどない、又は1

校もないというところが、いくつかあります。

何人かの保護者の方や先生方から相談を受けま

す。その中には、県では小・中学校内に病弱の特

別支援学級を設置することは出来ないと、市町村

の教育委員会からいわれたというものもありま

す。その度に県の教育委員会に、私の方からも問

い合わせております。県の教育委員会としては、

小・中学校内に病弱の特別支援学級を設置出来な

いとまでは言っていない、市町村の教育委員会が

V・丹羽登先生（平成18年4月～現在）

最後、少し時間をいただいて、私のほうから話

をしていきたいと思います。 3人の先生方、どう

もありがごとうございました。私の大先輩の3人

の先生方を前にして話しをするのは非常に緊張し

ます。

病弱って何なのかということを改めて問われて

いるなと思っています。特に病弱教育について、

本日参加の桐山先生も含めて、病弱教育の歴史を

ずっと研究されてきている方がおられますので、

改めて言うまでもないことですけれども、病弱教

育の対象となる病気の子どもたちは時代と共に変

わっています。特に一番多い病気の子どもたちは

常に変わっているということについてはまずおさ

えておいていただきたいと思います。

そのことを踏まえた上で、入院している子ども

たちの入院の短期化が進んでいるということは、

子どもや保護者の観点からすると、 とてもいいこ

となのだと思います。これは、望ましいことだと

考えていく必要があります。しかし、そのことは

結果として、病弱の特別支援学校や、病弱の特別

支援学級が縮小化していくという一面もありま

す。けれども、それは、子どもたちにとっては望

ましいことだし、私たちにとっては嬉しいことだ

と考えていく必要があります。

ただ、その子どもたちが本当に退院したあと、

学校に行けているのかということとは、 また別の

問題だということなのです。実はこの3月頃から

順次、平成20年度の患者調査の結果が報告されて

います。それによりますと､平成20年度に初めて、

学齢期の子どもたち、全ての学齢期の年代で、平

均入院日数が初めて14日をきりました。全ての年

代において、 14日を切ったのは、この平成20年度
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疾患と示すには周囲の理解を得ることが難しく苦

しい時代があったからだと思うのです。しかし、

心身症等というよりも、精神疾患だという子ども

たちがいるのに、それを示さないのは、精神疾患

に対する偏見があるのではという指摘もありまし

た。また、精神疾患の子どもは病弱の対象ではな

いと言われる教育委員会もあったと聞いておりま

す。精神疾患を表に出せない保護者、表に出せな

い子どもたちがいます。その方々にとっては、行

く学校もない状態であったため、 とても苦しんで

いる方もいました。例えば、小学校4年生で統合

失調症を発症して、お父さんが悲観にくれ、その

子どもと一緒に自殺することしか考えられなかっ

たという話を聞いたこともあります。小・中学校

も対応できない、特別支援学校でも対応してもら

えない。本当に困っておられたことでしょう。そ

の子らの病名を、統合失調症ということを表に出

せない。こんなことはおかしいんじゃないか。精

神疾患で入院している子どもは、やっぱり精神疾

患として、対応していかないといけない場合もあ

る。精神疾患も含めて心身症等というのは、やっ

ぱりおかしいだろうということで、今回は解説の

中で、精神疾患という用語を入れさせていただき

ました。

精神疾患については、細かいところまでは書く

ことはできませんでしたけれども、いろいろな精

神疾患の子どもがいて、その子どもが苦しんでい

るのに、学校の先生方が、精神疾患として捉えて

指導ができないと言われるという話を聞くと、こ

れはやっぱりおかしいと思います。

また精神科の医師といろいろ話をする中で、学校

の先生方が一番、精神疾患に対して偏見を持ってい

るのではないかと言われたことがあります。学校の

先生方は精神疾患の子どものことについては誤魔化

している。話をしない。精神疾患に対する誤解、偏

見が強い。精神疾患の子どもはきちんと治療を受け

たら、学校にも行くことも可能です。薬を飲まなけ

ればならない子も、 きちんと薬を飲むことを覚えれ

ば、 きちんと学校で生活ができるのです。そのこと

を、なぜ先生方は目をつむるんだというようなこと

を言われました。その様な精神疾患の子どもが、確

かに増えている感じがします。

学級編制権を持っているので、市町村の教育委員

会からその様な学級編制があげられてこないと、

対応できない。そういうふうに言われます。

そうなると、言っている、言っていないと、責

任の押し付け合いになりかねません。やっぱり、

この様なことは学校から、 きちんと市町村の教育

委員会に挙げ、学級を設置出来ないならば、作成

できない理由を聞いておかないと、子どもたちの

ためにはなりません。残念ながらその様なことに

ついて、一番動いてもらいたい小・中学校の先生

方が、病弱教育の事を知らないことも、ネックの

一つとなっています。

例えば、相談の受けた中には、感染症に気をつ

けなきゃいけない子についてのことがありまし

た。市町村の教育委員会からは、知的障害の子ど

もと同じ特別支援学級で、やってくださいといわ

れたとのことです。しかし、 この子どもは、 イン

フルエンザ等に感染しないようにする必要がある

訳ですので、この様に同じクラスとして学級編制

をされた時には、この病気の子どもは学校に行け

なくなってしまいます。保護者としても感染症が

不安だから、その様な学級になったらうちの子ど

もは休ませますと言っている。何とかなりません

かという相談なのです。完治ではなく、寛解とい

う状態で退院した子どもの中には、感染症等への

対応をきちっとしておく必要がある子もいます。

今後、入院が短期化する中で、 こういう話は、今

後、多く出てくると思います。その様な子どもた

ちのためにも、小・中学校の中に病弱の特別支援

学級を必要に応じて設置してもらうことが出来る

ようしていかないといけないなと思いながら、今

日は話を聞かせていただきました。

病弱教育の歴史を、皆さん方が話をしていただ

いたので、私のほうからもひとつ、話をさせてい

ただきます。私が現職として勤務しているこの5

年間の大きなこととして、学習指導要領の改訂が

あります。その改訂作業の中で、非常に悩んだこ

とのひとつは、心身症等と、今まで言われていた

子どもたちのことについてです。このまま心身症

等と言い続けるべきなのか。心身症等という用語

は、様々な心の病気の子どもたちの状態をオブ

ラートに包んだ形で示しております。これは精神
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このような子どもが、増えているといろいろと

言われるようになったのは､つい最近のことです。

例えば小児のうつ病というのは、今までは、子ど

もにはうつ病はないといわれていました。だけ

ど、 この精神疾患の子どもたちが昔から多かった

のか、私たちが精神疾患に目を向けることが増え

てきたからなのか、客観的なデータがありません

ので、分かりません。先生方が、そのような子ど

もたちに対して、真正面から取り組んでいただい

るのを、数年間見させていただき、本当に心強い

気持ちでおります。

改めて、病気の子どもたちの実態は、医療の進

歩とともに、いろいろと変わっていきます。がん

ばっていただいている先生方と今後の病弱教育の

事については、一緒に考えいきたいなと思ってお

ります。

ちょっと、話が変わります。現在、国のほうで

進めております、障がい者制度改革推進会議の話

と、文部科学省で進めている中教審の特別支援教

育の在り方に関する特別委員会について少し話を

させていただきましょう。国連の障害者の権利に

関する条約の批准に向けて様々な制度上の対応が

検討されています。その障がい者制度改革推進委

員会の第3回目のときに、教育に関する検討が行

われました。その中では、いろいろな方々がイン

クルーシブ教育のことについて意見を述べられる

わけですが、その中のある委員は、 インクルーシ

ブな教育を進めるべきだ、特別支援学校は要らな

い、特別支援学級も要らないとか、全員同じ通常

学級で勉強すべきだという様な話しをされておら

れました。その際、視覚障害、聴覚障害、病弱教

育については、残さなければいけないということ

も言われていました。その委員が、どういうこと

を想定して話をされたのか知りませんが、病気の

ある子どもたちが、そのまま入院しながら、通常

の学級で学習をすることは無理だろうということ

だと思います。

先ほど、横田先生が、最後に残るのは病弱だろ

うと言っておられたけど、病気の子どもたちは、

通常の小・中学校の教育システムの中だけで指導

をすることは無理ですので、 インクルーシブ教育

を考えていくときに、常に私たちは、病弱教育の

現状や課題について伝えていかなければいけない

なと思っております。

今は､特別委員会のほうには病弱教育関係から、

2名の方に入っていただいております◎ 1人は、

筋ジストロフィ－協会の理事長です。もう1人は、

全国心臓病の子どもを守る会の会長で東京都23区

教育長会の会長もされている方です｡この2名が、

委員として入っていただいています。心臓病の子

どもを守る会という立場と足立区の教育長（特別

区教育長会の会長） という立場とで出席していた

だいているので、話しをしにくいところはあると

は思います。お二人からは、是非とも特別委員会

で、病気の子どものことについて、課題を出して

いただき、私たちは、真筆にそれを受けとめ、今

後に結びつけていきたいなと思っております。

以上です。だいたい10数分ということでしたの

で､私のほうからの話は終わらせていただきます。

どうも3人の先生方、ありがとうございました。

司会丹羽先生どうもありがとうございました。

ちょうど、予定時間に終われると思います。い

かがでしたでしょうか。歴史といいましても、

現代史であり、現在進行形の話しもあります。

その起源は、山本先生から島先生に至る話の中

にあると思います。実は養護学校義務制が実現

した昭和54年あたりは、 日本で長期欠席者が一

番減った年代にあたります。病気による長期欠

席者は、戦後しばらくは結核が原因であったの

で、一貫して減少傾向だったわけです。病気に

よる長期欠席者は、昭和54年前後がボトムで、

あとはしばらく横ばいになり、平成になり不登

校が増え始めたという感じです。

横田54年は、ユウメンらへんなのです。

司会ユウメン？

横田ユウメン、猶予免除。

司会ああ、猶予免除。

横田それまで2万人いたのが、千何百人、全国

で。

司会これが義務制で養護学校に通学出来るよう

になったわけですね。年代的にはそういう時期

に当たる、そのあたりから現在までの病弱教育
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を願いします。 （拍手）

無事、講演会の中継も終わって、私が確認し

たところ、計5人の方が、 うち1人はアメリカ

から聞いておられたようです。今後、病弱教育

もICTを含め、時代の最先端の技術をいち早

く取り入れながら学会運営を進めていきたいと

考えております。本当に今日は長時間本当にど

うもありがとうございました。これで、 日本育

療学会の小規模研究会を終わらせていただきた

の歴史を、本当に生き証人といってもいい方々

に語っていただきました。実は本当はもっと

もっと裏話があろうかと思いますが、本当に短

い時間で、歴史を踏まえて、 これからの病弱教

育を考える上で、今後の我々の進んでいく方向

性を見定めたいと思い、今回の企画を立てるこ

とにしました。本当に、山本先生、横田先生、

島先生、最後は丹羽先生、いろいろと難しい質

問もあったかと思いますが、お話しいただきま

してありがとうございました。もう一度、拍手 いと思います。
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第2部

病弱教育秘話

日本の特殊教育の秘話をご披第2部は、育療50号を記念して、教育と医療の連携をテーマにした、

露いただいた。本邦初公開の歴史裏話や研究論文です。

教育者としての医師遠城寺宗徳先生

山下功（元九州大学教育学部教授）

あおぞら学園における医療と教育

丸山義王（元川崎市立井田小学校病虚弱児学級あおぞら学園主任）

｢イデイオの教師」の誕生とその意義

川口幸宏（学習院大学教授）
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教育者としての医師遠城寺宗徳先生

山下功（元九州大学教育学部教授）

1 ．はじめに

遠城寺先生との出会いは思いもよらぬことから

始まった｡ 1956年（昭31)九州大学教育学部大学

院博士課程1年の9月頃、指導教官の牛島義友先

生から「文部省の科学研究費を九大小児科の遠城

寺教授と共同研究で申請することになったので、

脳性小児まひについての資料を集めるように」と

言い付けられた。当時「小児まひ」と言うとポリ

オのことであり、脳性まひの子どもは見たことも

なく、何処から手を付けたら良いのか、見当もつ

かず戸惑った。大学図書館に行き、手当たり次第

に探し廻ったが何も出て来ない。困り果てて、洋

書を扱っている本屋に「CerebralPalsy」と書か

れた本があったら買うので、 リストアップして欲

しいと頼み､注文した。当時は電話代も高額だし、

勿論メール等も無く、船便だったので、現物が手

元に届くには2～3カ月かかった。それでも10冊

程手に入った。大半はアメリカのもので、 2冊ほ

どイギリスの出版であった。その多くは医学関係

者の著書であり、皆目分からなかった。

科学研究費の申請は遠城寺先生がされ「幼若脳

性小児麻輝児の治療教育の研究」という題目で、

1957年（昭32)に通り、 4月に牛島先生が「小児

科の遠城寺先生の所に挨拶に行け」と言われ、恐

る恐る出向いた。するといきなり 「山下君、 この

うごめいている子達をどうかしてくれ｣と言われ、

吃驚したことを今でもありありと思い出す。第二

次大戦末期、抗生物質ペニシリンが発見され、医

学万能の風潮の時代であり、事態が理解出来な

かった。

当時、小児科は月、水の午前中が教授の診察日

であり､木､土が治療教育部（再来）の診察日､月、

水、金の10時から午後3時までは幼児グループが

開かれているので、そこでデータを取るようにと

指示された。治療教育部と幼児グループについて

は後で説明する。このようにして、遠城寺先生の

下での研究が始まった。

2．治療教育部

九州大学小児科に治療教育部が開設されたのは

昭和28年(1953)からで、障害乳幼児を専門に診

察する再来部門であり、 この考えは遠城寺先生が

2回目のドイツ留学の際、 ウィーン大学の小児科

にこのような部門があり、そこでのことがヒント

になっている。このことは参考資料「教育と医学」

(慶應通信） （昭和33年12月号)、又は「強い子弱い

子」 （慶應通信)P189～P199に「遅れた子供の父

母の方々へ」という題名で詳しく述べられている。

2回目のドイツ留学は昭和16年（1941）からで

(略歴参照)、その後半、ウィーン大学小児科での

ことで、何回かお聞きしたことがある。 「当時第

2次対戦中で､小児科では若い女性の医師が多く、

外来の診察後『この児は障害児で一生治りません』

と伝え、母親が泣きくずれる姿を何度か見かけ

た。ただ救われたのは､アスペルガー(Asperger,

Hansl906～1980) という若い助手が治療教育部

で熱心に障害児の治療教育に当って居て、感心し

た。日本に帰って機会があったら自分もこのよう

なものを作ろうと思った」と。アスペルガーは

1906年生まれであるから、遠城寺先生より6才年

下であるので、 35才位であったと思われる。

九大治療教育部で脳性小児まひ児を初めて見た

時、遠城寺先生の「うごめく」と言われていた言

葉が甦り、 しかしどうなっているのか、皆目見当

がつかなかった。牛島式乳幼児発達検査は修士1

年の時、九大教育学部に教育相談室を開設する準

備のため、恩賜財団愛育研究所で1カ月研修して

居たが、検査結果が症状と一致せず、主任の小児

科医と相談したが、お互いに通じない。しかし心

理学的には発達検査に頼るしかないので、牛島式

乳幼児発達検査の検査項目を分析して、整理しな

おし､移動運動､手の運動､言語運動､情意の発達、
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知的発達、社会性の発達に分類し、年齢軸にそっ

て整理したら、空欄が各所に出てきた。他の発達

検査の項目や発達心理学の資料等を調べて、 0才

から7才6カ月までの検査用紙を作成した。当時

の治療教育部の相談では、 6才児と0～3才まで

の受診者が多かった。

この検査の妥当性を確かめるため、毎年5月に

開催されていた西日本新聞社主催、九大小児科共

賛の九州・山口赤ん坊大会の参加者を選び、デー

タを集めた｡この大会は1921年(大正10)から45回、

1966年（昭41)まで行われ、多くの健常児に接す

ることの出来る機会であった。 1965年（昭40)に

母子保健法が制定され、 3才児健診が行われるよ

うになり、現在ではこの制度が整備され、 0才か

ら健常児に接する機会が多くなり、赤ん坊大会の

役割は終わった。

「幼弱脳性小児麻輝児の治療教育の研究」につ

いての主要な成果として、 1958年（昭33）乳幼児

分析的発達検査法を完成した。この検査を用いる

ことによって、小児科医との討論がスムーズに行

われるようになった。

本小児保健学会で発表され、 1960年（昭35）慶應

通信から遠城寺式乳幼児分析的発達検査法として

刊行された。

前にも述べたが、 1965年（昭40）母子保健法が

制定され、 3才児健診が行われ、その後、 1才半

健診も広く行われるようになり、九大小児科教授

合尾長英先生を中心に改定を行われ、 4才8カ月

までに短縮され、項目も少なくし、 3才児健診に

適した検査にされた。

最近になり、障害児の中に発達障害児の概念が

取り入れられ､乳児期、児童期の問題が出て来た。

この子達には旧版の遠城寺式発達検査が有用であ

るように思われる。

4．風の子教室

1947年(昭22)に男女2人の喘息児を入院させて、

気管支喘息の研究を始められている。昭和22年は

第2次大戦が終わって2年目で、現在のアフリカ

のような状態で､食料が無く、悲惨な状態であった。

そのような中にあって、冷水摩擦とかマラソン等

を取り入れ、規則正しい生活習慣を見につけさせ

る精神作業療法を行い、効果を上げられた。

1957年（昭32)小児科病棟の一部に「アストマ

ルーム」 （喘息学級）を開設され、 3歳の幼児か

ら中学生まで12人の患児で正式に小児喘息教室を

発足させられた。その頃、脳性小児まひの研究で

小児科に出入りして居て､喘息児の心理について、

遠城寺先生から質問されたが、小児喘息の子供を

一度も見たことが無かったので、 「発作の場面を

見せて欲しい」とお願いして帰った。 9月中旬の

蒸し暑い日に「子どもが発作を起こしているので

見に来るように」と連絡があり､病棟に行ったら、

ベッドに起坐の姿勢で布団に覚れて、眞青な顔を

して、苦しそうに呼吸をしていた。見た瞬間、死

んでしまうのではないかと思った。当時は気管支

筋けいれん節や粘膜腫脹説、迷走神経緊張説等が

あり、病因は多因子ということが定説であった。

そこで主治医に「この子はどうして発作を起こし

たか」尋ねたら、 「昨日、隣の子に母親が面会に

来たが､自分には来なかったからだ」と説明され、

驚いたのを今もありありと記憶している。

当時も今も「ハウスダスト」がアレルゲンにな

3．幼児グループ

遠城寺先生のドイツ留学1939年（昭14) も、 2

回目1941年（昭16)も「小児結核」の研究が主目

的であり、九大小児科病棟には小児結核児用の立

派なサンルームがあった。しかし、 1950年代には

あまり使用されていなかったので、 1953年（昭

28）治療教育部の開設と同時に、障害幼児の通園

施設幼児グループを開設された。

このグループは場所を小児科教室が提供して、

母親達が運営する形式で、保育師2人、主任1人

で指導に当たっていた。 1957年（昭32）に分析的

発達検査の試案を作成し、 このグループに通う子

ども達に用いた。当時は知的障害児用だけで、他

の障害児教育は未開発の時代であった。グループ

指導と遊戯療法を行い。脳性まひ児のための玩具

と用具の研究を行い、その効果を測定した。 1958

年（昭33）文部省科学試験研究費による研究を、

遠城寺宗徳「乳幼児分析的発達検査法」として冊

子にまとめ報告した。

この研究成果は円城寺先生が1959(昭34)の日
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3500カロリーだったが、保護中隊は4300カロリー

だったためで、特別に御馳走があったということ

ではない。しかし、今でも同期生会に出ると「お

前達牛乳をのんでいただろう」とか、 「卵をたべ

ていただろうが」などと言われることがある。当

時の治療法は高カロリー、午睡、定期健診程度で

あったようであるが､現在の偕行会（全国同窓会）

の副会長は保護中隊の一期上級生であり、福岡県

の偕行会会長は同じく保護中隊の同期生で、筆者

も5年程前に福岡の同期生会長を勤め、それぞれ

現在も健康である。この中隊が開設されたのは第

2次大戦末期の昭和18年と19年の2年間だけで、

陸軍士官学校61年の歴史の中で， 59期と60期だけ

で、陸軍士官養成の謎である。

この時代、遠城寺先生は小児結核の研究をされ、

1947年（昭22)以降、学校保健の研究を始められ、

九大医学部小児科教室内に福岡県学校保健研究所を

設置され、定期的に研究紀要を発行しておられる。

ると言われていて、急患として発作を起こした子

が入院し､症状が治った後､家庭の挨を集めて持っ

てきてもらい、それを子どもの個室に撒き、旋風

機で飛散させ、主治医と子供と2人同室して、発

作が出るかどうか観察しておられた場所を見かけ

たが、発作が出た場面を見せてもらったことはな

かった。

このようなことから、 1961年（昭36)心理学的

資料集めに従事したが、遠城寺先生が言われた、

精神作業療法が一番効果をあげていたと思われる。

5．学校保健研究

遠城寺先生が九大医学部を1924年（大正13)に

卒業されて小児科に入局された時の教授は小児科

初代の教授だった伊東祐彦先生で、 日本で最初

にツベルクリン反応を学童に実施された方であ

り､遠城寺先生の最初の研究は小児結核の研究で、

1938年（昭13）に学会発表され、 ドイツでの国際

会議に1939年（昭和14年）報告されている。

その頃、筆者は小学生で医学とは縁遠い田舎の

小学校に通っていたが、小学校の3年生か4年生

の身体検査で､校医さんに「首にグリグリ （燦羅）

頚部淋巴腺の結核性腫脹があり、腺病質」と診断

され｢肝油を飲むように」と言われ､魚油臭い栄

養剤を飲まされたことを思い出す。

その後は異常も無く、首のグリグリも消えてい

た。ところが1944年（昭19）陸軍士官学校（現防

衛大学校）入学時にツベルクリン反応で陽転し、

30中隊（保護中隊）に配属された。この中隊は全

24中隊の中の1つの中隊で、約200名で編成され

ており、他の一般中隊と違っていたのは、中食後

12時30分から1時まで午睡をしなければならぬこ

とと、食堂の座席が30中隊だけ衝立で仕切られて

いたこと等で、その他は全く同じであり、月に1

回、定期的に血沈とレントゲン撮影があることぐ

らいで、あまり気にすることもなく、 1945年（昭

20)に航空士官学校に入校し、戦闘機のパイロッ

トに進んだ。そして終戦となり、新制大学へと転

向した。戦後60年程して「偕行」 （士官学校同窓

会誌、明治時代より刊行）に、30中隊（保護中隊）

設置の記事が載り、その実態が明らかになった。

食堂に衝立があったのは、一般中隊は1日当り

6．精神身体医学

1960年頃（昭35)になると、 日本の経済も復興

し、食糧事情も少し良くなって来たが、お米はま

だ配給統制の時代であり､子どもにはまだ「磯餓」

という言葉が通用する時代に、アノレキシアネ

ルベース(Anorexianervos) という診断の子ど

もが入院してきた。主治医から協力して欲しいと

頼まれ、心理面からデータを集めた。これまで戦

災孤児の研究で、人の物を取って食べたりするこ

との研究はしていたが、健康を害するまで食べな

いといった事例に出会っていなかったので戸惑っ

た。幸い入院しているので、身体面での管理は主

治医がしており、心配は無かったが、小児科では

週2回（火、金）教授の廻診があるので、 この日

が大変だった。

知能の高い小学校6年生の女児で、学校の成績

も良く、家庭環境、親子関係にも問題は見あたら

なかった。適応性検査の結果も良好でこれといっ

て気になる点は無かった。親との面接の内容にも

問題は見当らず、本人との面接の中で「食べ物が

十分に食べられない人達がいるのに、 自分だけこ

んなに食べていいのだろうかということが気がか

りになった」とポツリと言った点だけが問題点と
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言えることであり、他にこれといって見あたらな

かった。当時は心理療法の研究もあまり進んでな

く、喘息学級の子ども達と入院生活をさせ、精神

作業療法を行い、様子を見ることにした。 1カ月

程したら喘息の子達と同じように元気になり、見

違えるように健康になり、遠城寺先生の監修され

た小児科学大系の教科書に、入院時の痩せた全身

写真と退院時の太った写真が掲載されている。

この子の退院と入れ代わるように、小児ヒステ

リー麻揮の中学1年生の男子が入院してきた。当

時は頭部のレントケン写真も白黒の胸部写真程度

で、脳波計も真空管を用いた機械で計測データよ

りも医師の感性が重視されていた時代で、主治医

から心理検査を依頼された。このケースは付属中

学の一年生で、家庭は上流の生活、 まず病棟での

行動観察から始めた。麻痒は右足で、ポリオや脳

性まひによる麻揮とも違い、これまで見たことの

ない麻蝉であった。しかし喘息学級の子達と明る

く、伸び伸びと生活していて楽しそうである。喘

息の子達は体調が良くなると、病棟から近くの小

学校や中学校に通学しており、学校から帰ると、

幼児グループの教室前にある砂場や小さな運動場

に遊びに来ていた。その子達が砂場で相撲を取り

始めた。するとその子も仲間に入った。仕切りを

するまでは動きがギコチなかった足が、取り組み

中は自由に動いており、勝負が決まったとたんに

不自由になった｡これは心理的なものだと判断し、

ケーススタディを開始した。

中学生になり、毎日家庭教師に勉強を見てもら

い、小学校の時と生活が急変し、 また勉強中はお

母さんも座って見ているということが明らかにな

り､相当に厳しい状態であった。そこで母親に｢勉

強中は家庭教師に任せること」の一点を強調し、

主治医には「このまま入院していると病院が楽し

い所になるので、毒にも薬にもならない、痛い注

射か何か無いんですか｣と全く無茶な注文を出し、

様子を見ることにした。その後、主治医からも相

談もなく退院していった。

遠城寺先生は1958年（昭33)医学部長になら

れ、小児科にも心理的要因による患児が出てきた

が、同じ傾向は内科の方にもあり、心療内科講座

の申請がこの頃始まり、 1960年（昭35）池見酉次

郎教授の下に日本で最初の心療内科学講座が開設

され、今日の隆盛を見るに至っている。

7．教育と医学の会

遠城寺先生の業績として忘れられないのが雑誌

｢教育と医学」である。 1953年（昭28)に九大教

育学部平塚益徳教授、牛島義友教授、医学部遠城

寺宗徳教授が「教育と医学の会」を組織され、慶

應通信社から「教育と医学」を毎月刊行された。

当時は第2次大戦後の混乱期で、紙が統制されて

おり、福岡の地から全国誌を出すことなど夢のよ

うなことであったが、 7月に第1号が刊行され、

遠城寺先生は「強い子弱い子(1)」という論文

を出しておられ、 1962年（昭37)九州大学長にな

られるまで執筆を続けられている。 1953年（昭

28） 7月に刊行された当時の編集委員の方々は、

大学に助教授や講師の先生方で、新制大学も第

1回の卒業生を出し、大学の業務が多忙になり、

1956年（昭31)の4月に博士課程1年に進学した

ばかりの私に「教育と医学」の編集事務をすべて

申し渡された。当時、雑誌は3号まで出せば廃刊

になるという風潮の時代であり、 「教育と医学」

は3巻まで出しているので立派に責を果たしてい

ると思いお引き受けした。前任の先生方はそれぞ

れ著名な方で、後に学長や大学の理事長になられ

たような方々で、その後任者の新人では従前のよ

うにいかぬのは当然で､大学院の研究より苦労し、

毎月の原稿〆切前は執筆の先生方の研究室を走り

廻り、遠城寺先生に連載のお願いをしたり、池見

酉次郎先生に急遼執筆をお願いしたりして間に合

わせた。しかし、その後も刊行され、現在平成22

年9月号(2010年No.687)が手許にあり、 60年

近く前のことを昨日のことのように懐かしく回想

している。

B.教育者としての医師

遠城寺宗徳先生の小児科学は「教育者としての

医師」ということで貫かれていたと言っても過言

ではない。このことの起源は、 2回目のドイツ留

学、 1941年（昭16)の時、ベルリン大学で、当時

偉大な小児科医であったアダルベルト ・チェル

ニー(AdalbertCzernyl863-1941)の「子供の
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年（昭48）黎明書房から刊行されている。教育者としての医師(DerArztalsErzieherdes

Kindes)」との本に出会われたことに始まってい

る。このことについて、 「教育と医学」昭和34年

(1959)1月号に論文を載せ、解説しておられる。

この本はわずか106ページの小冊子であるが、

偉大な小児科医の長い経験を通して、医師の本務

は子供の教育者としての自覚にあることを説き、

いろいろの臨床的事例をあげて、子供の実際教育

について、 この老大家が噛んで含めるように記述

している。

また、彼は子供の教育とは、子供をその文化環

境へ適応せしむることであると割り切っている。

時あたかも第一次世界大戦による敗北から瓦解後

の悲境の中に、次の時代の子供をいかに育てるか

に心を砕いていた時の書で｢身体の発育に対して、

適当な栄養が必要であるのと同じように、神経系

の発達には正しい指導と教育が必要である」と述

べている。

当時、九大小児科では毎週1回、医局の研究会

が木曜日の4時から5時まで開かれていて、この

話を2回程度聞いたことがある。

その後、昭和39年（1964年）遠城寺先生が学長

の時、九州大学より 「教育学博士」の学位を授与

された。題目は｢脳性まひ児の治療教育について」

であった。

また、遠城寺先生先が学長だった時、お茶の水

女子大学の教授をしておられた平井信義先生が

文部省の在外研究として、遠城寺先生の紹介で

ウィーン大学のアスペルガーの所に留学され、帰

国後、彼の名著「治療教育学」を翻訳され、 1973

遠城寺宗徳先生略歴

明治33年(1900) 大分県佐伯市に生まれる。

大正13年(1924) 九州帝国大学医学部卒業

昭和4年（1929） 九州帝国大学助教授

昭和8年(1933) 平壌医学専門学校教授

昭和12年(1937) 九州帝国大学助教授

昭和14年6月(1939) 国際結核予防会議日本代

表「小児慢性伝染病および急性伝染病予防に関す

る研究」 （文部省)ベルリン。 ドイツ軍ポーランド

に侵攻。学会開催されず。 11月帰国(1回目ドイ

ツ留学）

昭和16年3月(1941) 文部省在外研究員。ベル

リン大学結核病棟にて研究。ベルリン空襲激化。

オーストリアウィーン大学に移る。

昭和17年7月(1942) 九州大学帰着。 (2回目ド

イツ留学）

昭和17年（1942） 九州帝国大学教授

昭和33年(1958) 九州大学医学部長

昭和36年(1961) 九州大学長

昭和43年(1968) 久留米大学長

昭和53年(1978) 逝去

参考文献

1）遠城寺宗徳(1979)一生一竿．九州大学医学

部小児科学教室．

2）遠城寺宗徳(1966)強い子弱い子．慶應通信．
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あおぞら学園における医療と教育

丸山義王（元川崎市立井田小学校病虚弱児学級あおぞら学園主任）

1 川崎の子どもの健康を守るあおぞら学園

の役割

川崎市が国に先駆けて公害健康被害者に対する

医療費給付を目的にした公害病認定制度を発足さ

せたのは、昭和45年1月であった。市民109人に

一人が公害病患者と言われ、この年4月の健康診

断で大気汚染地区である大師、田島地区の小学校

だけで60人の呼吸器系患者が発見されている。こ

のような状況のもとで、当時の伊藤三郎川崎市長

は、市独自の福祉行政として公害健康被害救済を

実行したのであった。昭和47年4月1日から川崎

市は政令指定都市になったが、同日より 「川崎市

小児喘息患者医療費支給条例施行規則」が実施さ

れ、 12歳以下の小児喘息については医療費の支給

を開始し、同年7月3日には結核専門病院であっ

た市立井田病院に小児喘息センターを設置した。

そして入院した喘息児への教育を行うために市立

井田小学校の分教室として病虚弱児学級｢あおぞ

ら学園｣が設けられた。この年の公害病認定患者

は1,049人で、そのうち、 12才以下の子どもが400

人を占める川崎市にとって、あおぞら学園は公害

から子どもの健康を守る対策のテストケースとし

て注目された。病棟は総工費約1億8000万円で3

階建であり、 1階に3教室とプレイルーム、 2階

に診察室、 3階に児童の寝室などを設け、そこで

は42人の喘息児、教師が5名と小児科医師常勤1

名、看護婦17名、寮母4名、心理職1名、用務員

1名が一緒に生活した。入院料は無料だが学用品

などの実費として月額4500円のみ徴収した。公害

病対策の核としてのこの［あおぞら学園」は、喘

息児のみを入院させて、治療しながら病棟内の学

校で教育をするという形をとり、ユニークな喘息

治療施設として全国的にも注目されたが、平成6

年8月には､公害病認定患者の入園がゼロとなり、

平成7年3月末に閉園となった。

2医療と教育の連携

医療に関しての方針は、当初の隅田展廣室長の

時に明確な方向づけがなされていた。

入院時に喘息の治療開始のためと、喘息以外の

疾患の有無を見るため、以下の15項目にわたる検

査を実施している。①末梢血②赤沈③血清電解

質④血清蛋白分画⑤免疫グロブリン定量⑥CRP@

CA⑧胸部X-P@EKG⑩咽頭・喀疾培養⑪鼻汁検

査⑫血清ビールス⑬尿中17KS⑭肺機能検査⑮ア

レルケンテスト。中でも、肺機能検査のうち、肺

気量・換気機能・呼吸抵抗は毎日一定の時間、午

前10時に測定したが、これは世界に例がない試み

と聞き、継続したデーターは発作の予測と予後の

判定に役立った。

あおぞら学園での教育活動が十分に行われるた

めには､医療部門との緊密なる連携が必要である。

そのために「ケース研究会」 （医師、看護婦、寮

母、心理職員、教師の全スタッフが参加）を月2

回開催し情報を交換して共通理解を深めた。さら

にチーム会議を定期的に行い、各パート （担当学

年単位に教師、看護婦、寮母が参加）の情報をも

とに指導の方針を立てた。また毎日、学校と病棟

で情報を伝え合うため連絡簿を交換した。

3あおぞら学園での教育実践

先行的な教育実践がない中でいろいろの教育課

題に直面したが、その第一に述べたいことは、ど

のようにして教育内容を作っていったかについて

である。

喘息児の実態を把握する中でとりわけ指導が必

要と考えられたのは心理面での陶冶であった。喘

息児は病気のため孤独になりやすく、人と話す機

会が少ないため言語状態に見られる閉塞が自己表

現の拙さに繋がった。自己を表現する方法を持た

ずに、 自分の世界にしがみつく子どもほど回復の
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から屋上で実施した。

この体操の目当ては発作の軽減をねらっての腹

式呼吸の練習と残気の除去であり、発作の起こっ

た時、 ここで練習したこの呼吸法を行うと発作が

軽減するのであった。この体操は、胸部や腹部の

筋の機能を強くするための運動で､腕を回したり、

腹をへこまして思い切り深呼吸をしたりする腹式

呼吸が中心で､約10分間だが､毎日続けていると、

喘息が出にくくなるうえ、たとえ発作が起きても

腹式呼吸をすれば軽くすんでしまうという効果が

あった。ラジオ体操よりは楽な運動であったため

子どもたちも積極的に参加した。これは、群馬県

立養護学校での「ぜんそく体操の研究」 （群馬大

医学部小児科教室及び教養部体育研究室と群馬県

立養護学校喘息児研究班の共同研究）を参考に開

発した。

第2は年4回、実施したポーツテスト （運動負

荷テスト）についてである。ねらいは、肺機能検

査による運動量の限界予測であり、運動誘発性喘

息の予防であった。判定については胸部聴診、呼

吸数.脈拍数．肺機能検査を7分間のランニング

の前、直後、 5分後、 15分後、 30分後、 60分後に

行なった。運動負荷をかけて、 1秒量を測定し、

肺機能の状態をみると、 1秒量の低下をみない児

童と、低下をしても回復する児童は、 日常でも発

作を起こしていないケースが多く、 また長時間回

復しない児童は、 より重症であるという傾向がみ

られた。この結果を利用して児童の個々の状態に

応じて運動量を定めることができた。

第3は基礎体力作りとしてのマラソンの効果で

あった。あおぞら学園では、肺機能と体力、そし

て精神力の強化のため、 日課として病院のある井

田山でのマラソンが採り入れられた。週5日間始

業前に､マラソンをした。 2，3年約400メートル、

4年約600メートル、 5， 6年約1000メートルで

あった。マラソンは、急激に行うと発作を誘導し

やすいので、必ず運動前にその日の各児童の体調

をチェックして参加させた。ペースは個々の児童

の体力にあわせて行い、強制はしなかった。入園

当初は走ることへの恐怖心から歩いてコースをま

わってしまう児童も見られたが、それが少しずつ

走れるようになってくる｡その変化を見ていると、

遅いことはしばしば観察された。しかし、幼い児

童が入院生活に伴う狭い社会で、限られた人間関

係の中で生き生きとした自己表現をするというこ

とは、非常にむずかしいことであった。そこで私

たちが児童の置かれている状況の中で、 まず取り

組む必要があると考えたのは、言語環境を整備す

ることにより、児童に自己表現を可能とする場を

与えることであり、病弱教育の方針は、教育と医

療の連携を深めながら「喘息児の意欲向上を目指

す｣ことであった。自己をコントロールしながら、

生きている力の核をつくり出すこと、それは積極

的に学園での生活を営むことにおいて生じる。そ

のためには個々の子どもの実体をつかみ、その子

どもに合ったリズムに応じ、その子の心を動かす

手立てをとっていかなければ、意欲的な行動生活

には結びつかないということから、個別指導と授

業に変化と楽しさを与えるものとしての合科的指

導、総合的な学習に力を入れた。上述の関係を下

に図示する。

児童の自己表現

健康回復への‐言語的な能力一 集団適応の

活動 の向上 活動

学習意欲の向上

（個別指導の工夫・合科的指導、総合的な学習）

教師の心がけた指導の重点をまとめると次のよ

うであった。

1．病弱児の個性を生かした授業への取り組み

2．学習場面における自己表現の重視

3．病弱児と教師とのかかわりを大切にする

4．教育と医療との連携による養護・訓練

この指導の重点のなかで、あおぞら学園の教育

の軸となったのは、一人一人の児童の自立を目指

して、障害に基づく困難の改善・克服を目標とす

る養護・訓練であり、そのために必要とした病棟

との連携であった。

＜健康回復への活動一喘息児の養護・訓練一＞

養護･訓練の第1は発作に備えての腹式呼吸(喘

息体操）の練習であった。通称「あおぞら体操」

を理学療法士、看護婦と共同して、毎日13時15分
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マラソンだけではなく、走れることができたとい

うことが少しずつ自分自身に確認されていくにつ

れて、それが生活全般への自信につながり、ひい

ては、喘息に対する対応への自信へとつながって

いった。日常的に、本校での運動会、学芸会、図

工展、始業式、終業式、卒業式には分教室として

も出席して交流を深めていたが、特に効果のあっ

たのは、運動会への参加であった。

体力づくりの目に見えた効果は本校での運動会

の持久走で1位、 2位を学園の児童が独占するな

ど、予選も多数が通過し、マラソンは喘息の治療

効果を目前にすることができた。読売新聞「川崎

NOTE」は昭和58年5月から朝刊の川崎版に20回

連載されているが、その19回に「陸上で変身した

玉三郎」という記事がある。 「五年前に入院して

来た時には青白い顔で、注射器を見ただけで貧血

を起こすほどだったから、学園で玉三郎と呼ばれ

たこともある。彼の変身は5年の時、本校の井田

小での運動会の千メートル持久走で4着になった

のがきっかけだった。その後すっかりたくましく

なり、翌年57年の持久走ではみごと優勝した。今

春中学部に入るとすすんで陸上部に加わった｡」

と報じられた。運動会では3年にわたり、学園の

児童が千メートル持久走で健常児をしのいで優勝

している。

「ぼくは、あおぞらに入ってくる前は、短距離

は走れたけれど、長距離なんて、 もちろん全然だ

めだった。最初、二年生の頃は、短距離がはやく

なり、 まわりの四、五年の人よりもはやかった。

だから僕は、走るのが好きになっていった。でも

やっぱり、 自分で努力して一位になれたのだと思

う」と彼自身が、卒業の時に語っている。自分の

世界にしがみつく喘息児ほど回復が遅いのはよく

見られることであり、あおぞらでの病弱教育のね

らいは、医療と教育を通しての子どもの心の解放

であった。パスカルは幼児から身体が弱く 「病弱

の利用を神に求める祈り」という著作があるが、

病気も長い人生からみると貴い体験であり、病気

の克服の援助こそが病弱教育に求められたので

あった。

＜集団適応の指導＞

子どもたちに日常生活の中で、社会性・協調性

を養わせる遊びや行事の自主的、民主的運営の機

会を体験させ、その中で集団への適応性を高める

ようにした｡その一つが畑作りを通してであった。

子どもたちと職員で、病棟北側の空き地を整地し

てミニ農園を作った。種まき、草取り、施肥など

を皆で協力して作っている。観察記録を書き、各

グループで年間を通してその仕事をやった。収穫

の喜びと自分たちの作った作物を食べる喜びとと

もに職員や家族にも販売し、来年の種を購入する

費用に充てたりした。この仕事を継続してやるこ

とにより、豊かな友人関係を生み出し、良好な集

団適応が出来るようになった。この畑作りを取材

した「神奈川新聞」 （昭和49年10月10日）は「久々

にあがる歓声あおぞら学園でイモ堀」という見

出しで、子どもたちの畑づくりを報じてくれてい

る。

＜学習意欲の向上-個別指導の工夫.合科的指導・

総合的な学習一＞

過去の学習空白から起こる学力の低下に対して

の指導の工夫であるが、学習空白がもっとも現れ

やすいのが算数であり、算数の空白に応じた個別

指導の工夫であった。

まず教師作成のレディネステストを行い、学習

空白がどの程度あるかの診断をして学習空白に対

しての補充学習を行う。さらに中間テストを実施

し、理解度を確かめ、指導効果を確認し効果の少

なかった子への個人指導による学習をし、総括的

評価として標準学力テストを行った。これは在籍

児童数42名に対し担任数5名という優遇された環

境においてこそ実現できたことで、ここに当時の

福祉行政の善き姿をみることができた。

「小さな谷川の底を写した2枚の青い幻灯です」

とは、宮沢賢治作の「やまなし」の冒頭の一節で

あるが、これを影絵化した合科的授業を昭和55年

に発表した。この授業の詳細については、この年

から開始された「国立特殊教育総合研究所・病弱

教育研究部」との共同研究報告書「病弱児の事例

研究（第1集)」に掲載された。この共同研究は

以後5年間にわたって継続され、研究は事例研究

を主とした。
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テレビ「福祉の時代」で学園が紹介され、筆者丸

山と隅田小児科医師とが出演し反響を呼んだ。医

療と教育が一体となって喘息という公害被害に立

ち向かう姿は世界的にも珍しく、昭和59年ll月に

オーストリアテレビの取材は貴重であった。

あおぞら学園の業績は、喘息児の治療に大きく

貢献したことであった。しかし昭和63年には公害

病患者の新規認定が打ち切られて、認定患者がい

なくなったため平成9年3月25日に閉園され、 25

年の歩みを閉じた。この間365名の児童がこの学

園で平均2年、長い児童で6年間の入院生活を

送ったことになった。公害被害者対策の切り札と

して登場した「あおぞら学園」も小児医療への貢

献という大きな役割を果たして病弱教育の歴史の

1頁となったが、排気ガス、 イエダニ、多様なス

トレスなどを誘因とする小児喘息そのものが解消

したわけではない。 「小児慢性特定疾患治療研究

事業」の受給者は約10万6千人(2008年度）に上

るという。このような小児の慢性特定疾患を考慮

して、多目的診療体制のもとに、医療と教育を合

同した機関が今後においても考えられなければな

らない。あおぞら学園の存在はそれらの先達とし

ての意義があった。この度「療育」50号の特集に

おいて取り上げられることにより、役割を終えて

終焉を迎えたあおぞら学園の営みが、病弱教育史

の中に受け継がれ、今後の研究に生かされること

があれば、望外の幸いです。

あおぞら学園は井田山の上にあり、 自然に恵ま

れており2年生で「たんぽぽ」を素材に合科的指

導を行った。これは国語（｢たんぽぽのちえ｣)、

理科（綿毛の観察)､算数（くきの長さ)､図工（た

んぽぽの写生）に関連する。 2年男子の報告をあ

げる。

「じようぎで、たんぽぽのくきをはかったら、

ぼくのが一ばん長かつた。いそがしかったのは、

じようぎではかるところだった。49センチもあっ

た｡そのあと糸ではかってみたら51センチあった。

たんぽぽのくきは、すごく長いとおもった」

病弱児にとっては、入院治療することによって

生じる行動の制限や場の制限は、いわばやむをえ

ないことなのである。合科的な指導の素材を、身

近な環境の中から取り出すようにし、指導の工夫

を通して、マイナスの条件をプラスの方へ近づけ

ていくようにしなければなない。そのような工夫

が病弱特殊学級の教育課程編成上の課題であっ

た。

4あおぞら学園の業績

当時の社会問題であった公害喘息にかかわり、

あおぞら学園の設立は大きな反響があった。放送

取材の軸となったのは、NHKであった。昭和47

年の開園にはNHKラジオで学園紹介があり、昭

和48年にはNHKテレビ「カメラリポート」で全

国的に紹介、 さらに49年5月12日にはNHK教育
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｢イデイオの教師」の誕生とその意義

川口幸宏（学習院大学）

医療現場への教師の参加の始まり

本小論は19世紀前半期フランス・パリの、救済

院あるいは施療院と呼ばれた福祉・医療機関にお

ける、とりわけ医療と共に為された教育に携わる

教師が登場することの意義に関するものである。

いかんせん、史資料的にきわめて限定されている

現状であるので、今後の研究への足がかりを求め

る一つの問題提起でしかない。

何らかの事情で親を失った子どもたち、何らか

の重い障害を負った子どもたち、病気で長期の療

養が必要な子どもたちは、流浪し続ける者を除い

て－いわゆる「子ども乞食｣。フランス革命後し

ばらくは、その数が増え続けたと報告されている

－、一部の、篤志家が設置した学校・教育施設を

除き－アユイの盲学校、 ド・しべの聾唖教育施設

など－，フランス革命前は王権力や教会等が開設

した救済院(hospice)あるいは施療院(h6pital)

などと称された機関で､何らかの教育が施された。

例えば、フランス革命前では、パリ ・セーヴ通り

の「傷痩将軍あるいは兵士の息子、孤児の学校」

で､200人の子どもに宗教、読､書､算、ラテン語、

ドイツ語、英語、デッサン、絵画、音楽、各種職

業指導、 24人の子どもに科学、 リベラル・アーツ

が施され、 また、パリ ・サン＝シュルピス小教区

内の貧窮少女用の「黒レースの家」では､宗教､読、

書が教えられ、同じく、パリ ・プラトリエル通り

の失業貧窮少女用の「サントーアーネの世俗修道

女」 （1682年創設）では、宗教、仕事、読書が教

えられている(JacquesTENSON. 1788.)。これ

らは、革命後は、国家の管理下に置かれ、原則と

して、継承発展されていくことになる。

｢棄て児」 (lesenfantsabandn6s)等に対して、

それぞれ収容された各種施療院（後に養護施

設として統一）内で、 「訓練と教授(61everet

instruire)」が為されるよう1797年に法律制定さ

れたことは、よく知られるところである。

こうした改善･改革の中でも特筆すべき事柄は、

病気の為、長期療養を要する子どもたちに対する

教育がなされるようになったことである。 1804年

1月1日から1814年1月1日までの、パリの施療

院､救済院等の状態に関する政府報告書によれば、

長期療養を必要とする子どもたちの徳性の潤養や

生活活動が必ずしも芳しくない為、病弱児施療

院(h6pitaldesEnfantsMalades、 1802年6月設

置）に教師が一人雇用され、読み、書き、計算な

らびに宗教教育が為されている (Rapport. 1816.

p.62.)。また、 1816年段階で、読み、書き、計算、

宗教、絵画、音楽、作業療法（職業教育）等を内

容として、医師、教師ならびに宗教者が身体的

精神的療育の担い手となったという (BERTON.

1837.pp.22-23.)。明らかに、当時、整備着手が意

識され、部分的に成立していた普通教育を意識し

たカリキュラムである。それと同時に強く推測さ

れることは､教育方法に未発達な時代､体罰､暗記、

機械的訓練、模倣訓練が専らとされていたであろ

うことである。病気の子どもということで、多少

の「手加減」はされていたであろうけれども。い

ずれにしても、今日で言うところの院内学校・学

級の噴矢であろうか。今日と大きく異なって、子

どもたちが退院して家庭に戻ったならば、彼らの

多くは、当時、一般の子どもたちが置かれていた

公教育が未整備で劣悪な教育・生活環境の中に、

再度、組み込まれたのである。

なお、 これらの教育細目や教師の個人名等を知

る史料とは、出会っていない。

イディオ(idiot白痴）の教育の出発

拾われたり、救済されたり、あるいは病気を抱

えたりした子どもたちは､幼､長､性ならびに症状、

状況の区別無く混合収容が為されていたが、次第

に整備されていく。

収容された子どもの群の中には、 イデイオと呼
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横隔膜療法施設が開設され、両性の子どものイ

デイオ、エピレプテイクに対して教育が開始され

た。前者には女性教師が、後者には男性教師が招

致されているが、氏名年齢や教育的資質などの詳

細は不明である。続いて1839年に男子養老院（ビ

セートル救済院､俗称ビセートル)内に､イデイオ、

エピレプテイクのための学校が開設され、 ドラ

ポルトなる男性教師が雇用されている(VOISIN.

184.,PaulBRU.1880.p.264.他)。さらに1840年に、

フオブール・サンーマルタン男子不治者救済院内

に収容されたイディオの男子青少年10人の教育と

ド・セヴル通り女子不治者救済院内の学校のため

に、一人の男性教師が招致された。この教師オネ

ジムーエドゥアール・セガン（以降、たんにセガ

ンと表記）については、次項に詳しくしたい。

彼らに求められた教育の課題は、純粋に、身体

的、知的、道徳的な向上、発達を証明することに

資するためであったのだろうか。詳細に検討され

なければならないが、普通教育は社会の頽廃を防

御することを主な目的としていたが、発達が可能

だとみなされたイデイオたちにその目的が被せら

れなかったという保障は、どこにもない。

ばれる子どもがいた。イディオは精神疾患の一種

だとみなされ､精神病棟に混合収容された｡かつ、

発達も改善も不能、現状維持もしくは現状より悪

化するというのが、 19世紀初頭の、かのうイリッ

プ・ピネルやその弟子のエテイアンヌ・ドミニク・

エスキロルたちのイディオ理解であった。

それに対して、 「イデイオは教育によって発達

する｡」との論を初めて提出したのは、女子養老

院（ラ・サルペトリエール救済院､俗称ラ・サル

ペトリエール）の医師ジャック＝エテイアンヌ・

ベロームが1824年にパリ医学部に提出した博士

論文であった(BELHOMME, 1824.)。ベローム

は、ラ・サルペトリエールに収容されたイデイオ

テイ (ideliotieイデイオ症状）を見せる100人の女

性患者を観察し、彼らをイディオとアンベシル

(imbecile痴愚）にカテゴライズし、かつ前者を

2階梯、後者を3階梯に分類した。その上で彼ら

に対して、読む、書く、聞く等の訓練をした。そ

の結果、アンベシルに知性と道徳性の発達が見ら

れることが明らかになった。それ故に、ベローム

はイディオティが進むと向上(amelioration)と

発達(developpement)は困難性が増すが、症状

があまり進んでいない子ども時代から教授と訓

育(instructioneteducation)が為されれば、 イ

デイオテイとみなされる子どもであっても、教育

によって、知性、道徳性が発達すると主張した。

続いて1826年に、パリ医学部のフイリップ・ヴオ

アザンが同様のことを論じた(VOISIN, 1826.)。

これらによって、 20歳未満の子どもと20歳以上

の成人のイディオ、アンベシルとの収容を区分

する施策が取られるようになる。なお、ヴオア

ザンは、 イデイオ、アンベシルに加え、エピレ

プテイク (6pileptique纐澗）に対して、横隔膜

療法(traitementorthoplirenique) と特殊教育

(educationspeciale)を取り入れた横隔膜療法施

設の開設を強く主張している。

本稿では以降の記述において、 イディオとアン

ベシルの総称としてイディオと称する。

これらの研究の成果を受けて、 1828年からラ・

サルペトリエールでは女子イデイオに対して宗教

教育、知的教育､作業教育が施されるようになり、

1833年からド・セヴル通り女子不治者救済院内に

｢イディオの教師」セガン

イデイオテイにある者に発達の可能性があると

いう「発見」は、精神科医たちに、 さまざまな医

療的教育を開発させた。精神科医たちは、 イディ

オの教育を、 自身の開発したプログラムに沿い、

彼らの指導管理下で、教師に、知的、精神的、身

体的教育を為さしめている。これに宗教者も加わっ

ていたことを考えると、教育課題は、当時の学校

システムの初等教育相当であったと見られる。

ところで、医師と教師との関係は、教育があく

までも医師の医療計画（医療実験）の一環である

が故に、一種の従属関係にあったとみなさなけれ

ばならない。ヴオアザンがパリ医学アカデミーの

席上で報告する如く、 イデイオたちに「特殊教育」

を施すという目的の為に教師の招致をするが、 「彼

(＝教師）は救済院の主任医師の指導と管理の下に

置かれ、ひたすらこの名誉ある務めを果たさなけ

ればならない｡」のであった(VOISIN・1843.p､11)。

上記した教師たちが医師との関係性をどのよう
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